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平成28年９月28日（水曜日）

午後１時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第22号 平成27年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○報告事項

・平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率について

出席委員（７人）

主 査 二 見 康 之

副 主 査 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 畑 山 栄 介

総 務 部 次 長
郡 司 宗 則

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
田 中 保 通

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
平 原 利 明

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 上 山 伸 二

防災拠点庁舎整備室長 志 賀 孝 守

人 事 課 長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 小 田 光 男

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 髙 林 宏 一

部参事兼市町村課長 藪 田 亨

総務事務センター課長 大田原 節 郎

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

総務課主任主事 日 髙 真 吾

○二見主査 ただいまから決算特別委員会総務

政策分科会を開会します。

まず、分科会の日程についてであります。

分科会の日程については、お手元に配付の日

程案のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会における協

議内容について御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。

お手元の分科会審査説明要領により行います

が、決算事項別の説明は、目の執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものについ

て、また、主要施策の成果は主なものについて

説明があると思いますので、審査に当たりまし

てはよろしくお願いいたします。

次に、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてですが、他の分科会との時間調整

を行った上で質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたので、よろしくお願いいた

します。

最後に、審査の進め方についてですが、総合

政策部のみ６課と４課の２班編成とし、班ごと
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に説明及び委員質疑を行い、最後に部全体の総

括質疑を行いたいと存じます。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午後１時２分休憩

午後１時４分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成27年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○桑山総務部長 総務部でございます。よろし

くお願いいたします。

まず、説明に入ります前に、先週19日から20

日にかけまして、本県を台風16号が直撃いたし

ましたが、記録的な大雨によりまして、延岡市、

日向市などで多数の家屋が浸水被害を受けるな

ど、県内各地で大きな被害が発生いたしました。

県といたしましては、災害対策本部を設置し

て、市町村や関係機関と連携した迅速な対応が

できるよう情報収集等に努めてきたところでご

ざいます。

今後とも、引き続き関係部局におきまして、

被害の全容把握と早期復旧に向けた取り組みに

全力を挙げてまいりたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、今回、御審議いただきます平成27

年度決算につきまして、お手元に配付しており

ます主要施策の成果に関する報告書、それから、

平成27年度決算特別委員会資料に基づきまして

御説明を申し上げます。

まず、平成27年度一般会計決算の概要であり

ますが、お手元の主要施策の成果に関す報告書、

分厚い資料の冊子の１ページをごらんいただき

たいと思います。

１ページに決算の概要を記載しております。

平成27年度の決算額は、一番上の左側になり

ますが、歳入が7,060億6,084万9,000円、それか

ら歳出が6,934億5,783万4,000円と、それぞれ右

端に伸び率を記載しておりますが、前年度と比

べまして大幅な増加となっております。

これは、平成27年度の特殊要因といたしまし

て、口蹄疫対策転貸債等償還金1,200億円が計上

されていることによります。そういうことから、

括弧書きに記載しておりますが、この償還金を

除いた決算額は、歳入が5,860億円余、それから

歳出が5,730億円余ということで、歳入、歳出と

もに平成26年度決算とほぼ同規模になっており

ます。

上から３つ目の欄ですが、歳入総額から歳出

総額を差し引いた形式収支は126億301万5,000円

となっております。

また、この形式収支から平成28年度へ繰り越

すべき財源53億3,549万9,000円を差し引いた実

質収支は72億6,751万6,000円の黒字となってお

ります。

なお、前年度の実質収支との差であります単

年度収支は、14億681万円の黒字となっていると

ころでございます。

次に、別の資料であります。お手元の決算特

別委員会資料の10ページをごらんいただきたい

と思います。

総合計画の施策体系を示しております。

総務部の施策体系につきまして、その概要を

御説明申し上げます。

まず、一番右のほうに施策の柱がございます

が、１つ目の、連携・協働による魅力ある地域

づくりと戦略的な移住等の促進についてであり

ます。
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○改とありますが、改善事業「みやざき円陣（Ｅ

ｎｇｉｎｅ）27プロジェクト」では、県と市町

村及び市町村間の連携を推進するとともに、地

方創生に関する講演会を開催するなど、市町村

版総合戦略の策定などをサポートしたところで

ございます。

次に、２つ目の枠囲みであります、多様化す

る危機事象に的確に対応できる体制づくりであ

ります。

自然災害を初めとする多様な危機事象に迅速

に対応するために、まず１つ目の防災拠点庁舎

整備でありますけれども、十分な耐震性能を有

し、災害応急対策や復旧・復興対策を円滑に実

施できる防災拠点庁舎を整備するため、建設地

の地盤調査や基本設計などを行ったところであ

ります。

次に、中ほどであります。新規事業「大規模

災害対策強化推進」におきましては、これまで

実施してきた防災・減災対策をさらに強化する

とともに、県における対応策を迅速かつ円滑に

実施することを目的としまして、全庁的な取り

組みを推進するために基金を拡充したところで

ございます。

２つ飛びまして、新総合防災情報ネットワー

ク整備でございますが、防災行政無線設備のデ

ジタル化によりまして、総合防災情報ネットワ

ークの信頼性の向上や機能強化に努めたところ

でございます。

次に、下の11ページをごらんいただきたいと

思います。

総務部の平成27年度歳出決算の状況でござい

ます。

表の一番下になりますが、合計の欄でござい

ます。一般会計と特別会計を合わせまして、左

端から予算額が4,927億8,363万3,131円、支出済

額が4,916億8,644万6,677円、翌年度への繰越額

が289万9,800円、不用額が10億9,428万6,654円

となりまして、執行率は99.8％となっておりま

す。

次に、監査における指摘事項等についてであ

りますが、これは、この資料の一番最後の33ペ

ージをごらんいただきたいと思います。

平成27年度の総務部に係る監査での指摘状況

を一覧にしたものでございます。

指摘項目の中に括弧書きされております注意

事項、その区分で指摘事項はございませんでし

たが、収入事務と物品の管理について、合わせ

て５件の注意事項がありました。

今後は、このような注意を受けることのない

よう、規則等に基づいた適正な事務処理に努め

てまいりたいと考えております。

また、お手元に平成27年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書におきまし

て、１件の意見・要望事項がありました。これ

につきましては、後ほど税務課長のほうから御

説明を申し上げます。

以上、簡単に概要を御説明申し上げましたが、

各課ごとの決算内容、主要施策の成果に関する

報告等につきましては、危機管理局長及び各課

長から御説明を申し上げますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○川畑財政課長 平成27年度の決算の概要につ

いて御説明いたします。

まず、お手元の平成27年度決算特別委員会資

料の１ページをごらんいただきたいと思います。

一般会計歳入決算の状況について、主なもの

を御説明いたします。

まず、県税の27年度決算額は955億9,214

万4,000円で、前年度に比べて100億6,000万円
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余、11.8％の増となっております。

また、一番下、地方消費税清算金の決算額は435

億4,055万円で、前年度に比べて182億8,000万円

余、72.4％の増となっております。

いずれも詳細につきましては、後ほど税務課

長が御説明いたします。

次に、２ページをお開きください。

一番上の地方譲与税でございますけれども、

決算額は205億4,824万3,000円となっており、前

年度に比べて16億7,000万円余、7.5％の減となっ

ております。

これは、地方法人特別譲与税等の減によるも

のであります。

次に、１つ飛びまして地方交付税であります

けれども、決算額が1,834億9,536万1,000円と

なっており、前年度に比べて37億8,000万円

余、2.0％の減となっております。

これは、普通交付税及び特別交付税の減によ

るものであります。

１つ飛びまして、分担金及び負担金ですが、

決算額が28億4,962万8,000円で、前年度に比べ

て９億3,000万円余、48.7％の増となっておりま

す。

これは、土地改良事業負担金の増に伴う農林

水産業費負担金の増等によるものであります。

続きまして、使用料及び手数料でございます

けれども、決算額が95億4,432万3,000円で、前

年度に比べて７億4,000万円余、8.5％の増となっ

ております。

これは、県立高等学校授業料の増等に伴う教

育使用料の増等によるものでございます。

次に、３ページをごらんください。

一番上の国庫支出金でありますけれども、決

算額が780億2,726万4,000円で、前年度に比べ

て23億6,000万円余、2.9％の減となっておりま

す。

これは、地方道路交付金の減に伴う土木費国

庫補助金の減等によるものでございます。

次の財産収入ですが、決算額は14億382万4,000

円で、前年度に比べて１億5,000万円余、12.7％

の増となっております。

これは、土地など財産売り払い収入の増によ

るものであります。

次の寄附金ですが、決算額が１億8,065万2,000

円で、前年度に比べて１億1,000万円余、180.8

％の増となっております。

これは、ふるさと宮崎応援寄附金の増に伴う

寄附金の増等によるものであります。

次に、４ページをお開きください。

一番上の繰入金ですけれども、決算額が288

億5,099万2,000円で、前年度に比べて120億6,000

万円余、29.5％の減となっております。

これは、国の交付金を財源に造成した基金の

取り崩しの減等に伴う基金繰入金の減によるも

のであります。

次の繰越金ですが、決算額が117億949万8,000

円で、前年度に比べて32億8,000万円余、21.9％

の減となっております。これは、繰越明許費の

減等によるものであります。

次の諸収入ですが、決算額が1,676億4,154

万4,000円で、前年度に比べて1,193億3,000万円

余、247.0％の増となっておりますが、これは、

貸付金元利収入に口蹄疫対策転貸債等償還

金1,200億円が含まれているためで、それを除き

ますと、前年度に比べて６億6,000万円余、1.4

％の減となっております。

これは、基金廃止に伴う返還金の減等に伴う

雑入の減等によるものであります。

次の県債ですが、決算額617億9,551万4,000円

で、前年度に比べて61億円余、9.0％の減となっ
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ております。

これは、臨時財政対策債等の減によるもので

あります。

次に、５ページをごらんください。

収入未済額の状況についてであります。

平成27年度の収入未済額は、県税や諸収入な

ど合計で20億円余であり、県税の滞納処分の強

化などに努めた結果、全体で４億6,000万円

余、18.8％の減となっております。

収入未済額につきましては、今後も整理計画

に基づき圧縮を図っていくこととしております。

次に、６ページをお開きください。

一番上のグラフが、折れ線グラフの上のライ

ンが県債残高の全体額を、下のラインにつきま

しては、償還財源が担保されております臨時財

政対策債等を除きました県債残高を示しており

ます。

下のラインが示しているとおり、実質的な県

債残高につきましては、毎年度確実に減少して

いるところでございます。

次に、真ん中のグラフをごらんください。

折れ線グラフが財政関係２基金の残高を示し

ておりますが、ここ数年、ほぼ横ばいで推移し

ているところでございます。

また、下のグラフにつきましては、経常収支

比率の推移を示しております。社会保障関係費

の増などによりまして、ここ数年若干の増加傾

向にありますが、全国平均は下回っている状況

にございます。

今後も、社会保障費に加え、防災・減災対策、

公共施設の老朽化対策、さらには国体開催に伴

う施設整備等に多額の財政需要が見込まれ、本

県財政は厳しい状況が続く見通しとなっている

ことから、引き続き不断の取り組みとして財政

改革を進めつつ、各種施策に計画的に取り組ん

でいくことが必要であると考えております。

次に、ページが飛びますけれども、８ページ

をお開きいただきたいと思います。

第３、地方公共団体財政健全化法に基づく報

告でありますが、平成27年度決算に基づく健全

化判断比率及び資金不足比率について御説明い

たします。

この資料は、監査委員の審査意見書の抜粋等

により作成しているものでございます。

まず、１の（１）の総合意見をごらんくださ

い。健全化判断比率の４つの指標についてであ

ります。

①の実質赤字比率は、標準財政規模に対する

一般会計と特別会計を合わせた赤字額、実質収

支の赤字の割合ですが、本県においては赤字が

発生していないため、該当する数値はございま

せん。

次に、②の連結実質赤字比率は、標準財政規

模に対する一般会計等と公営企業会計を合わせ

た全会計の赤字額の割合ですが、これにつきま

しても、赤字が発生していないため、該当する

数値はございません。

次に、③の実質公債費率は、財政規模に対す

る一般会計等における公債費に公営企業会計の

元利償還金に対する繰出金等を加えた実質的な

公債費の割合であり、27年度は15.5％となって

おり、前年度から1.2ポイント改善しております。

今後、防災拠点庁舎や国体開催に伴う施設整

備等に多額の財政負担が見込まれますことから、

比率の推移を注視していく必要があると考えて

おります。

次に、④の将来負担比率は、財政規模に対す

る一般会計等や公営企業会計の借入金等に加え、

出資法人等の負債など、将来、県の負担になる

可能性があるものを含めた負債の割合であ
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り、126.4％となっております。前年度に比べて

県債残高の減少等により、5.7ポイント改善して

いるところでございます。

これらの４つの指標は、いずれも右側の欄の

早期健全化基準を下回っており、監査委員の審

査意見は、中ほどよりちょっと下になりますけ

れども、（３）是正改善を要する事項にあります

とおり、「特に指摘すべき事項はない」となって

おります。

次に、資金不足比率についてであります。

同じく８ページの下のほう、２の（１）の総

合意見をごらんください。

資金不足比率は、各公営企業会計における営

業収益等の事業規模に対する資金の不足額の占

める割合ですが、いずれの会計も資金不足が発

生していないことから、該当する数値はござい

ません。

監査委員の審査意見は、９ページの上のほう

にありますが、（３）是正改善を要する事項にあ

りますとおり、「特に指摘すべき事項はない」と

なっております。

次に、３、参考に指標の推移を掲げておりま

すのでごらんください。

実質公債費比率及び将来負担比率ともに改善

している状況にございます。

次に、資料がかわりまして、平成27年度主要

施策の成果に関する報告書をお開きいただきた

いと思います。

２ページでございます。

２の歳入決算の概要でございます。

先ほど委員会資料により、こちらについては

御説明いたしましたので、省略をさせていただ

きたいと思います。

続きまして、３ページをごらんください。

３、歳出決算の概要についてであります。

まず、（１）款別についてであります。

表の平成27年度の一番下の合計欄をごらんく

ださい。

歳出決算額は6,934億5,783万4,000円で、対前

年度比は、右端のとおり20.8％の増となってお

りますが、口蹄疫対策転貸債等償還金1,200億円

を除く決算額は、括弧の中で記載しております

けれども、5,734億5,783万4,000円で、対前年度

比0.1％の減と、前年度とほぼ同規模の決算額と

なっております。

表の右側にあります対前年度増減の欄をごら

んいただきたいと思います。

増減の大きなものについて御説明をします。

まず、ページの下の特徴にも記載しておりま

すけれども、上から２段目の総務費につきまし

ては、大規模災害対策基金への積立金等の増に

よりまして、前年度比で14.1％の増となってお

ります。

次に、労働費につきましては、緊急雇用創出

事業臨時特例基金事業費等の減によりまして、

前年度比で18.8％の減となっております。

農林水産業費につきましては、森林整備加速

化・林業再生事業等の減により、前年度比で15.6

％の減となっております。

土木費につきましては、地方道路交付金事業

の繰越事業等の減により、前年度比で12.7％の

減となっております。

災害復旧費につきましては、公共土木施設災

害復旧事業費の増により、前年度比で31.4％の

増となっております。

公債費につきましては、口蹄疫対策転貸債等

償還金の増によりまして、前年度比122.5％の増

となっておりますが、それを除きますと5.7％の

減となっております。

諸支出金につきましては、地方消費税交付金
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等の増によりまして、前年度比で73.1％の増と

なっております。

次に、４ページをお開きください。

歳出決算の（２）性質別の状況であります。

一番上の義務的経費につきましては、口蹄疫

対策転貸債等償還金の増による公債費の大幅増

によりまして、前年度比45.9％の増となってお

りますが、それを除きますと1.8％の減となって

おります。

次に、中ほどの投資的経費についてでありま

すが、繰越事業の減による補助事業費の減や、

国の交付金を財源とした基金事業の減による単

独事業費の減等により、普通建設事業費が前年

度比減となったことから、災害復旧事業費は前

年度比で増となっておりますが、全体では前年

度比20.2％の減となっております。

次に、その他の経費につきましては、補助費

等が地方消費税交付金等の増により、前年度比

で増となったこと等から、全体で前年度13.1％

の増となっております。

決算の概要については、以上でございます。

○髙林税務課長 県税及び地方消費税清算金の

決算につきまして御説明いたします。

まず、決算特別委員会資料７ページをお開き

ください。

平成27年度の県税歳入決算は、表の一番上の

県税計の欄にありますように、最終予算額が946

億5,000万円に対しまして、調定額が973億3,144

万5,000円、収入済額が955億9,214万4,000円と

なっております。

収入済額の前年度比は111.8％となっており、

その右側のＣ－Ａの欄にありますように、最終

予算額に対しまして９億4,214万4,000円の増と

なっております。

その右側になりますが、不納欠損額は１

億9,144万3,000円、還付未済額が21万6,000円で

ございました。

収入未済額につきましては、15億4,807万4,000

円となっており、昨年度より３億2,586万3,000

円圧縮しております。

徴収率につきましては、一番右の欄になりま

すが、98.2％で、前年度より0.6ポイント向上し

ております。

次に、各税目の増減について御説明いたしま

す。

資料の１ページにお戻りいただきたいと思い

ます。

県税収入全体では、この表の一番上の段の左

から４番目、中ほどになりますが、増減の欄に

ありますように、昨年度と比較いたしまして、

金額で100億6,077万6,000円、率にしまして11.8

％の増となっております。

それでは、主な税目の増減理由について御説

明いたします。

まず、県民税のうち、個人県民税につきまし

ては、市町村が市町村民税と一緒に賦課徴収し

ております均等割及び所得割、県が課税いたし

ます株式会社などからの配当に課税する配当割、

株式の譲渡所得に課税します株式等譲渡所得割

の３つがございますが、27年度は、26年度と比

較いたしますと、２億7,013万6,000円の増となっ

ております。

これは、配当割につきまして、少額投資非課

税制度、いわゆるＮＩＳＡの普及により、非課

税となる額が前年度と比べまして2.14倍となっ

たことなどから、２億7,732万円余の減収となっ

たものの、景況の改善に伴う給与所得の増、特

別徴収の推進及び徴収努力により、均等割、所

得割が約４億5,200万円の増となったことによる

ものでございます。
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次に、法人県民税は、４億558万7,000円の減

となっております。

これは、税制改正により、法人税割の税率が

平成26年10月１日開始事業年度分から、5.8％か

ら４％に引き下げられたことから減となったも

のでございます。

次に、中ほどの事業税のうち、法人事業税に

つきましては、19億3,525万5,000円の増となっ

ております。

これは、税制改正により、所得課税にかかる

税率が、平成26年10月１日開始事業年度分から

引き上げられたこと、金融保険業や建設業につ

いて、業績好調により課税所得が増となったこ

とによるものでございます。

その下の地方消費税につきましては、82

億7,617万円の増となっております。

これは、地方消費税の税率が、平成26年４月

１日に１％から1.7％に改正されたことなどによ

るものでございます。

次に、２つ下の自動車税につきましては、9,387

万4,000円の減となっております。

これは、課税台数の減少によるものでござい

ます。

次に、その下の自動車取得税につきましては、

３億5,428万2,000円の増となっております。

これは、税制改正により、平成27年度からエ

コカー減税に適用される燃費基準が厳格化され

たことに伴う軽減額の減少及び課税対象車両の

増によるものでございます。

次に、その下の軽油引取税につきましては、

３億1,399万円の減となっております。

これは、公共工事の減少による輸送量の減少

などにより、軽油の消費量が減少したことによ

るものであります。

その他の税目については、記載のとおりでご

ざいます。

最後に、地方消費税清算金についてでござい

ます。

一番下の欄をごらんいただきたいと思います。

これは、全国で納付されました消費税のうち、

地方消費税分を最終消費地へ帰属させるために、

都道府県間で清算を行うものでありますが、平

成27年度の清算金収入は435億4,055万円と、平

成26年度に比べまして、金額にして182億8,302

万3,000円の増、率にいたしまして72.4％の増と

なっております。

これは、地方消費税の税率が、平成26年４月

１日に１％から※1.4％に改正されたことなどに

よる増でございます。

説明は以上でございます。

○上山総務課長 総務課の歳出決算状況につい

て御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをお開きくだ

さい。

総務課の決算額は、予算額13億2,618万9,000

円に対しまして、支出済額は12億8,383万2,291

円、翌年度繰越額289万9,800円、不用額は3,945

万6,909円となっております。

執行率は96.8％で、翌年度への繰越額を含め

ますと97.0％となっております。

次に、不用額の内容について御説明いたしま

す。

12ページをお開きください。

まず、（目）一般管理費の不用額259万7,765円

でございます。

主なものは、委託料の161万8,690円でござい

ますが、これは、政策調整研究費の執行残が主

なものであります。

次に、ページ中ほど、（目）文書費の不用額680

※11ページに訂正発言あり
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万4,030円であります。

主なものは、役務費の456万3,670円でありま

すが、これは、総務課が集中管理を行う文書等

の発送料の執行残でございます。

ページがかわりまして、13ページをごらんく

ださい。

（目）財産管理費でございます。

まず、翌年度への繰越額289万9,800円であり

ますが、これは、防災拠点庁舎の建設で使用す

るＣＬＴの耐震パネルにつきまして、試験機器

がふぐあいを生じたことにより委託期間が不足

し、委託料が事故繰越となったものでございま

す。

次に、不用額2,781万323円について、主なも

のを御説明いたします。

まず、中ほどの需用費1,518万2,507円は、本

庁舎、各総合庁舎、特別公舎等で使用します光

熱水費等の執行残でございます。

その下の役務費179万699円は、未利用財産の

処分に伴う各種手数料や、庁舎の維持管理に要

する点検手数料等の執行残であります。

次の委託料771万8,955円は、庁舎の清掃、警

備委託に係る経費や、未利用財産の処分に伴う

調査や測量経費等の執行残でございます。

その下、３つ飛びまして負担金・補助及び交

付金の不用額256万5,281円は、企業局庁舎に係

る知事部局所管分の庁舎管理負担金が、当初の

見込みよりも少なくなったこと等による執行残

でございます。

次の（目）県有施設災害復旧費の不用額224

万4,791円は、災害等によって被害を受けた県有

施設の補修・復旧経費の執行残でございます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

をいたします。

主要施策の成果に関する報告書の59ページを

お開きください。

２、安全な暮らしが確保される社会の（１）

多様化する危機事象に的確に対応できる体制づ

くりについてであります。

防災拠点庁舎整備につきましては、建設地の

地盤調査等を実施するとともに、平成28年１月

に基本設計を策定したところでございます。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書に関しましては、報告すべき事項はございま

せん。

総務課の説明は以上でございます。

○吉村人事課長 人事課の歳出決算の状況につ

いて御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページに戻っていた

だきたいと思います。

人事課の計は表の上から２番にございますよ

うに、予算額41億7,774万6,000円、支出済額40

億3,965万4,658円、不用額１億3,809万1,342円、

執行率は96.7％となっております。

次に、主な不用額について御説明いたします。

14ページをお願いしたいと思います。

表の上のほうで、（目）一般管理費でございま

すが、不用額が396万4,191円でございます。執

行率は99.7％となっております。

その主なものといたしましては、節の欄、賃

金の不用額164万346円であります。

これは、休職や育休等を取得した職員の代替

となります臨時職員の雇用経費の執行残であり

ます。

次に、表の中ほど（目）人事管理費の不用額

が１億3,412万7,151円で、執行率95.5％となっ

ております。

その主なものですが、節の欄、職員手当等の

不用額１億3,112万7,446円であります。

これは、退職手当につきまして、退職者が見
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込みより少なかったことによる執行残でありま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

説明は以上であります。

○小田行政経営課長 それでは、行政経営課の

歳出決算の状況について御説明いたします。

恐れ入ります、決算特別委員会資料の11ペー

ジをごらんください。

行政経営課の計は、表の上から３番目の欄に

ありますとおり、予算額１億530万4,000円、支

出済額１億464万6,093円、不用額65万7,907円で、

執行率につきましては99.4％となっております。

詳細につきましては、決算特別委員会資料の15

ページをごらんください。

目の執行残が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものはございません。

次に、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、報告すべき事項はございません。

行政経営課の説明は以上でございます。

○川畑財政課長 続きまして、財政課の歳出決

算の状況について御説明いたします。

委員会資料の19ページをごらんいただきたい

と思います。

一般会計及び公債管理特別会計を合計しまし

た財政課の決算につきましては、一番下の欄に

なりますけれども、予算額が4,335億6,699

万3,131円に対しまして、支出済額は4,328

億1,650万6,163円となり、不用額が７億5,048

万6,968円、執行率は99.8％となっております。

次に、主な不用額につきまして御説明いたし

ます。

ページをお戻りいただきまして、16ページを

ごらんいただきたいと思います。

まず、一般会計についてでございます。

上から３番目の（目）一般管理費の不用額の

欄になりますが、５億9,233万1,805円の不用額、

執行率でいいますと88.0％となっておりますが、

その理由としましては、財政課の一般管理費に

は、財政課の事務費のほかに、各部局での必要

経費として執行するための共通経費を計上して

おります。

この共通経費というのは、例えば県税や国庫

補助金などに還付や返還の必要が生じた場合な

ど、各課でその都度予算措置をするのではなく、

あらかじめ財政課で予算を一括計上しておいて、

必要に応じ財政課から担当課に予算を流す予算

分任というやり方での対応をしているものであ

ります。

これらの経費につきましては、突発的なもの

もあり、各部局で所要額を正確に見込むことが

困難であること、また、その他不測の事態が起

こった場合に備える必要もありますことから、

財政課において年度末まで予算をストックして

いたものであり、不用額のほとんどは、この共

通経費の執行残によるものであります。

続いて、その下のページ、17ページをごらん

ください。

一番上の（目）財政管理費の執行率87.1％に

つきましては、消耗品等の購入などの執行残に

よるものであります。

次に、（目）財産管理費、その下の（款）公債

費の（目）元金につきましては、100万円以上の

不用額及び執行率90％未満のものはございませ

んので、説明は省略させていただきます。

続きまして、その下の（目）利子の不用額の

欄になりますが、7,204万1,549円の不用額となっ

ております。

これは、銀行等引受債について、利子支払い

等が少なくなったことから不用額が生じたもの
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でございます。

続いて、その下の（目）公債諸費につきまし

ては、100万円以上の不用額及び執行率90％未満

のものはございませんので、説明は省略させて

いただきます。

ページをおめくりいただきまして、18ページ

をごらんいただきたいと思います。

続きまして、予備費でございます。

予備費は、年度途中において、不測の事態に

より、予定外の支出の必要が生じた場合などに

対処する経費であります。

予備費は、当初予算額で１億円を計上してお

りましたが、このうち平成27年度中に1,467

万1,869円をほかの予算科目に充用いたしまし

た。その結果、予算現額は8,532万8,131円とな

り、その全額が不用額となっております。

予備費から予算充用した項目の内訳につきま

しては、右の説明欄に記載しておりますとおり、

台風災害による県営住宅内の車両等破損事故に

係る損害賠償金、押収したパソコンのデータを

損壊したことによる損害賠償金、訴訟に伴う弁

護士に対する着手金及び謝金、管理運営瑕疵事

故等の損害賠償金及び補償金等となっておりま

す。

続きまして、その下の19ページをごらんいた

だきたいと思います。

公債管理特別会計についてであります。

公債管理特別会計は、一般会計からの繰出金

などにより、県債に係る元金及び利子の償還等

を行うための特別会計であります。

総務費の（目）積立金からその下の公債費の

（目）公債諸費まで、いずれも100万円以上の不

用額及び執行率90％未満のものはございません

でしたので、説明は省略させていただきます。

なお、歳入歳出決算審査意見書における指摘

要望事項はございませんでした。

財政課からは以上でございます。

○髙林税務課長 済みません、説明の前に１点

訂正をさせていただきます。

先ほど、地方消費税清算金の決算について御

説明いたしました。その最後のところで、増減

理由で、地方消費税の税率が、平成26年４月１

日に１％から誤って1.4％と発言しておりました

が、正しくは１％から1.7％でございますので、

訂正をさせていただきます。

それでは、税務課の歳出決算の状況について

御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをお開きくだ

さい。

税務課の計は、表の上から５段目にあります

とおり、予算額454億3,955万6,000円に対しまし

て、支出済額454億1,858万5,747円、不用額

は2,097万253円で、執行率は99.9％となってお

ります。

このうち、不用額の主なものについて御説明

いたします。

委員会資料の20ページをお開きください。

上のほうから、（目）税務総務費でございます。

不用額は172万1,394円、執行率は99.9％となっ

ております。

これは、県税・総務事務所を含む税務職員の

給与、職員手当などが見込みを下回ったことに

よる執行残でございます。

表中ほどの（目）賦課徴収費でございます。

不用額は1,554万2,123円、執行率は99.3％と

なっております。

これは、県税・総務事務所及び税務課におい

て執行します、県税の賦課徴収に要する納税通

知書などを印刷するための需用費や郵送料など

の役務費の執行残及び個人県民税徴収取扱費交
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付金の執行残などでございます。

次に、21ページをごらんください。

一番上の（目）利子割交付金でございます。

予算額１億4,864万円に対しまして、支出済額

１億4,706万7,000円、不用額157万3,000円、執

行率は98.9％となっております。

これは、交付金の算定基礎となります利子割

県民税の収入額につきまして、見込みよりも収

入実績が少なかったことによるものでございま

す。

次に、下から３つ目の（目）ゴルフ場利用税

交付金でございます。

予算額３億4,296万8,000円に対しまして、支

出済額３億4,109万2,654円、不用額187万5,346

円、執行率は99.5％となっております。

これは、交付金の算定基礎となりますゴルフ

場利用税の収入額につきまして、見込みよりも

収入実績が少なかったことによるものでござい

ます。

歳出決算の状況に関する説明は以上でござい

ます。

次に、歳入歳出決算審査意見書におきまして、

審査の意見がございましたので、御説明いたし

ます。

平成27年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書の

５ページをお開きください。

４、収入の確保についての（１）県税収入の

確保についてでございます。

上から５行目、後ろのほうの「特に」という

ところからになりますが、ここでちょっと読み

上げさせていただきますと、「特に個人県民税の

収入未済額は、県税の収入未済額全体の約83％

を占めていることから、今後とも、賦課徴収を

行う市町村との連携を密にして、効果的な徴収

対策を講じられるよう要望する」との御意見が

ございました。

個人県民税につきましては、県税全体の収入

額の約３割を占めますが、収入未済額になりま

すと、県税収入未済額15億4,807万円余のうち、

約83％の12億8,836万円余となっております。

このため、賦課徴収権を持つ市町村との徴収

事務を促進するため、各県税・総務事務所にお

きまして、徴収担当職員の併任人事交流や市町

村からの徴収引き継ぎ、管内市町村との合同の

徴収対策会議などを実施するとともに、特別徴

収制度の適正化の推進を図るなど、収入未済額

の圧縮に取り組んでいるところでございます。

今後とも、市町村とより一層の連携を図りな

がら、収入未済額の圧縮に努めてまいります。

税務課の説明は以上でございます。

○藪田市町村課長 市町村課の歳出決算の状況

について御説明いたします。

委員会資料の11ページをお願いしたいと思い

ます。

市町村課につきましては、この集計表の中ほ

どになりますけれども、予算額20億6,060万円、

支出済額20億4,484万2,733円、不用額1,575

万7,267円で、執行率は99.2％となっております。

次に、主な不用額について御説明をいたしま

す。

同じく委員会資料の23ページをお願いいたし

ます。

下から５段目になりますけれども、（目）自治

振興費の不用額1,240万5,873円がございます。

これは、その自治振興費の節のところの貸付

金の欄にございますとおり、市町村地域づくり

支援資金貸付金の執行残によるものでございま

す。

次に、主要施策の成果について御説明をさせ

ていただきます。
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お手元の平成27年度主要施策の成果に関する

報告書の60ページをお開きいただきたいと思い

ます。

１の安心して生活できる社会の（１）連携・

協働による魅力ある地域づくりと戦略的な移住

等の促進についてであります。

主な事業について御説明をさせていただきま

す。

まず、改善事業「みやざき円陣（Ｅｎｇｉｎ

ｅ）27プロジェクト」でございますけれども、

これは、県と市町村との連携・協働を推進する

ため、知事と市町村長が一堂に会します宮崎県

市町村連携推進会議や、県内５ブロックにおき

ます円卓トークを実施し、地域の抱える課題等

につきまして、知事と市町村長との意見交換を

実施したところでございます。

また、知事と市町村若手職員との意見交換の

場であります「役場でくるまｔｈｅ談義」を９

市町で行ったほか、市町村サポート事業といた

しまして、９市町村へ市町村課などの県職員が

出向きまして、市町村の担当者と当面する課題

等について協議をし、必要な助言を行ったとこ

ろでございます。

さらには、地方創生に関する講演会を開催す

るなど、市町村版の総合戦略の策定等をサポー

トしたところでございます。

次に、表の下のほうになりますけれども、市

町村地域づくり資金貸付でございます。

これは、市町村が行います防災・減災事業や

行財政の健全化に向けた事業等に対しまして、

無利子の貸し付けを行うものでありまして、平

成27年度は、10団体に対しまして24件、合計で

８億8,761万1,000円の貸し付けを行ったところ

でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

市町村課は以上でございます。

○大田原総務事務センター課長 総務事務セン

ターの歳出決算の状況について御説明いたしま

す。

決算特別委員会資料の11ページにお戻りくだ

さい。

総務事務センターは、表の中ほどに記載して

ありますように、予算額８億9,507万8,000円、

支出済額８億9,310万8,929円、不用額は196

万9,071円で、執行率は99.8％となっております。

詳細につきましては、26ページに記載してお

りますが、目の執行残が100万円以上のもの及び

執行率が90％未満のものはございません。

また、監査委員の決算審査意見書につきまし

ても、特に報告すべき事項はございません。

総務事務センターは以上でございます。

○平原危機管理局長 危機管理課の歳出決算の

状況について御説明をいたします。

決算特別委員会資料の11ページをごらんくだ

さい。

危機管理課の計は、予算額32億2,708万3,000

円、支出済額31億3,082万9,660円、不用額9,625

万3,340円、執行率は97.0％となっております。

主な不用額について御説明をいたします。

28ページをお願いいたします。

まず、中ほどの（目）防災総務費は、不用額

が1,274万1,989円で、執行率が99.6％となって

おります。

不用額の主な理由でございますが、まず、下

から５段目、委託料の不用額320万8,363円は、

普及啓発資料作成委託料などの執行残によるも

のでございます。

次に、その下のほうの負担金・補助及び交付

金の不用額614万3,550円は、減災力強化推進事
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業において、市町村が行います津波避難タワー

等の整備に対する交付金の事業費確定等に伴う

執行残でございます。

次に、29ページをごらんください。

上のほうの（目）消防連絡調整費は、不用額

が23万1,100円で、執行率が87.8％となっており

ますが、これは、林野火災発生時に使用いたし

ます空中消火用のバケットの修繕経費の執行残

でございます。

その下の（目）救助費は、不用額が8,327

万8,991円で、執行率が5.5％となっております。

この救助費につきましては、災害救助法が適

用となる災害が発生した場合に備えまして、市

町村が行います応急仮設住宅の供与などの災害

救助事務に対する負担金や、災害救助基金への

積立金等を計上しておりましたが、対象となる

災害が発生しなかったことによる執行残でござ

います。

続きまして、主要施策の成果について御説明

をいたします。

主要施策の成果に関する報告書の62ページを

お願いいたします。

２、安全な暮らしが確保される社会の（１）

多様化する危機事象に的確に対応できる体制づ

くりについてであります。

施策推進のための主な事業及び実績について

御説明をいたします。

まず、県民防災力向上推進につきましては、

県内各地域で防災士の養成研修を開催いたしま

して、防災士の養成を行いますとともに、県防

災士ネットワークの活動支援や防災出前講座等

を実施したところでございます。

次に、大規模災害時における広域連携強化に

つきましては、宮崎県津波対策推進協議会にお

きまして、沿岸10市町と意見交換等を行いまし

て、連携強化を行いましたほか、後方支援拠点

の機能強化を図るため、４つの拠点において、

発電機つきの投光器の配備を行ったところでご

ざいます。

次に、「学んで備えて命を守る！減災力強化総

合啓発」につきましては、防災の日フェアや防

災講演会を開催いたしましたほか、本県では初

めて県民一斉防災行動訓練、みやざきシェイク

アウトでございますが、これなどを実施いたし

まして、県民の意識啓発を図ったところでござ

います。

63ページをごらんください。

総合防災訓練強化でございますが、伝達参集

訓練や図上訓練を実施いたしますとともに、８

月に都城市、日南市、串間市におきまして、南

海トラフ巨大地震を想定した実践的な総合防災

訓練を実施いたしました。

次に、新規事業「災害時緊急車両への燃料供

給体制構築」につきましては、大規模災害時の

緊急車両の燃料確保と効率的な配分を図ります

ため、県内33カ所の中核給油所等の在庫量を確

認をいたしまして、備蓄量の確保を図ったとこ

ろでございます。

次に、新規事業「大規模災害対策強化推進」

につきましては、防災・減災対策のさらなる強

化を図るため、大規模災害対策基金を27億円追

加造成を行ったところでございます。

次の改善事業「減災力強化推進」につきまし

ては、南海トラフ巨大地震から県民の生命を守

るために、沿岸市町が行う津波避難タワーや避

難場所、避難路等の整備や避難訓練に対する支

援を行いました。

また、危機管理総合調整推進につきましては、

夜間及び閉庁日における情報収集、応急措置を

行う災害監視室の管理運営を行ったところでご
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ざいます。

64ページをお願いいたします。

施策の進捗状況でありますが、平成27年度の

災害に対する備えをしている人の割合は43.4％、

県内の防災士の数は3,106人と、前年度より増加

しておりますが、自主防災組織カバー率は82.3

％と、前年度より若干低下をしたところでござ

います。

次の施策の成果等につきましては、先ほど、

事業のところで主なものを説明しておりますの

で、省略をさせていただきます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございません。

危機管理課は以上でございます。

○福栄消防保安課長 消防保安課の歳出決算の

状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをごらんくだ

さい。

消防保安課の計は、表の一般会計一番下の欄

にありますとおり、予算額19億8,508万4,000円、

支出済額19億5,444万403円、不用額3,064万3,597

円、執行率98.5％であります。

次に、主な不用額について御説明いたします。

30ページをごらんください。

表の上から３行目の（目）防災総務費につき

ましては、不用額2,744万891円、執行率98.2％

となっております。

不用額の主な理由といたしましては、節の欄

の真ん中のところにありますけれども、工事請

負費の2,167万7,864円でありますけれども、こ

れは、無線設備整備工事の入札残による執行残

等でございます。

次に、負担金・補助及び交付金の284万688円

でありますけれども、これは、防災救急ヘリコ

プター運航調整交付金の事業費確定等による執

行残であります。

中ほどの（目）消防連絡調整費につきまして

は、不用額が302万2,084円となっております。

不用額の主な理由といたしましては、節の欄

の委託料の117万350円でありますが、これは、

危険物取扱者・消防設備士の免状交付委託等の

執行残でございます。

続きまして、主要施策の成果につきまして、

主なものを御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の65ページを

ごらんください。

２、安全な暮らしが確保される社会を目標と

しまして、（１）多様化する危機事象に的確に対

応できる体制づくりに取り組んだところであり

ます。

主な取り組みにつきまして、説明いたします。

まず、新総合防災情報ネットワーク整備につ

きましては、防災行政無線設備等のシステムを

再構築するため、260メガヘルツデジタル無線設

備整備工事等を行いました。

次に、航空消防防災管理運営につきましては、

山岳海難事故者の救出や救急患者の搬送等、県

民の安心な暮らしを確保するため、防災救急ヘ

リあおぞらを運航しておりますけれども、平成27

年度中の緊急運航出動件数は、合計で124件であ

りました。

なお、出動回数の広域応援は、熊本、大分、

鹿児島県との４県相互応援協定によるものであ

ります。

次に、66ページをごらんください。

一番上の改善事業「消防団員養成・加入促進」

につきましては、消防団活動の活性化を図るた

め、若手団員や女性消防団員の養成を行うとと

もに、消防団員の加入促進のため、広報誌等に

よるＰＲに取り組んだところであります。
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次に、下段の施策の進捗状況につきましては、

人口1,000人当たりの消防団員数は平成27年度

で13.4人であります。

次に、67ページをごらんください。

施策の成果等につきまして、概要を御説明い

たします。

①新総合防災情報ネットワーク整備につきま

しては、防災行政無線設備の老朽化に伴う更新

により、信頼性の向上や機能強化を図るもので

ありまして、平成27年度は多重無線設備の更新

や260メガヘルツデジタル無線設備の更新工事、

大森山中継局の配電線新設工事を行ったところ

であります。

２つ飛びまして、④消防団員の確保対策とし

て、消防団員の研修や啓発による人材育成を行

うとともに、女性消防団員活性化大会を開催い

たしました。

また、広報紙や加入促進チラシを作成し、チ

ラシにつきましては、県内全ての高校生約３

万2,000人に配布したところであり、消防団員数

は県全体では減少しておりますけれども、宮崎

市など４つの市町村で10名以上増加するなど、

一部取り組みの成果が出ている地域もございま

す。

また、女性消防団員数は342名となっておりま

して、増加傾向が続いております。

なお、決算審査意見書に関しましては、特に

報告すべき事項はございません。

消防保安課からは以上でございます。

○二見主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から、質疑はございませんか。

○来住委員 主要施策の成果に関する報告書

の63ページ。危機管理課のところですけれど。

一番下の危機管理総合調整推進ということで、

夜間及び閉庁時における情報収集、そういう事

業が行われているんですけれど、閉庁時だとか、

それからお休みの日、いわゆる閉庁してるとき

の危機管理体制をもう少しわかるように説明し

ていただければ、ありがたいと思っております

けれども。

○平原危機管理局長 閉庁日と夜間につきまし

ては、我々危機管理局職員も休みでございます

ので、１号館の５階に、災害監視室という部屋

を設けまして、そこにいろんな情報収集機器等

を置きまして、自衛官のＯＢの方ですが、非常

勤職員の４名と、県職員を宿直という形で、交

代で入るということで、２人１組で回しており

まして、先ほど言った夜間と休日に対応してお

ります。

いろんなところから情報が来ましたり、地震

が発生するとか、大雨洪水警報が出るとか、そ

んなことがございます。そういう情報が入りま

したら、各関係先に連絡をいたしまして、連絡

を受けたところが情報網を使って、必要な人が

登庁して、危機事象に対する対応に当たるとい

う取り組みをしております。

○来住委員 本庁においてはそうだと思うんで

すけれど、出先等の関係ではどうなんでしょう

か。

○平原危機管理局長 出先機関につきましては、

そういう24時間体制ではありませんが、関係先

の土木事務所等では待機体制を組んでおりまし

て、何人か決められていて、その人たちは呼び

出されたらすぐ出てくるという形になっており

ます。同じく災害監視室のほうから、出先機関

の連絡員にまず連絡をいたしまして、その人が

各待機班の人たちに連絡をして、登庁してもらっ

て対処をするというやり方になっております。

○二見主査 委員会資料の33ページの監査指摘

事項の中で、都城並びに延岡のほうの職員宿舎
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貸付料について、未納者に対し定める督促を行っ

ていないのが散見されたということなんですが。

これは、一つは事務手続としてそういう督促を

ちゃんとやってなかったという指摘だと思うん

ですけれども、その裏側には、要するに払って

ないという方がいるということだと思うんです

が、そこ辺の状況等をどのように把握してらっ

しゃるのか、お聞きできますか。

○上山総務課長 今、主査のほうからお話があ

りました職員宿舎の滞納に関する事務手続です

けれども、これにつきましては、納入期日まで

に納入されない場合は、財務規則上は督促状を

出して納入を促すということになっております

けれども、今回、注意事項として挙げられまし

たのは、そういった手続をとらずに、メールな

り口頭なりでしたという事例が見られた、督促

手続を行っていなかったということでございま

す。

要因といたしましては、出先機関も含めまし

て、やはり職員同士の部分もございますので、

電話一本で足りるかなという認識もあったので

はないかと思います。今回はこういうことが発

生いたしましたので、関係事務所に対しまして

は、財務規則にのっとった手続を行うように再

度指導をしたところでございます。

ただ、滞納につきましては、私どもの職員宿

舎の中で、現在、長期的に滞納しているのは１

件だけでございまして、これにつきましては、

経済的な事情ということで滞納されてる方が１

人おられますけれども、それ以外につきまして

は、期日をちょっと失念して納めなかったとい

う事例は時々見られますが、全て納めていただ

いてます。

納入方法が、納入書で指定金融機関に持って

いって支払うというやり方をとっているもので

すから、どうしても職員の方が家族任せにして

いたりとか、そのこと自体を忘れていたりとい

うことがありまして。先ほど言いましたように、

長期的に滞納されている方は１件だけでござい

ます。

○二見主査 今のお話を聞いててわかりました

けれど、要するに、今のやり方であれば、納入

しにいかなければならないと。大体家賃っていっ

たら、引き落としとかそういう手続に変えられ

ているのがほとんどだと思うんですけれども、

そういった改善とかは考えられてないんでしょ

うか。

○上山総務課長 実は、職員宿舎につきまして

は、従前は給与天引きで徴収していた時代もご

ざいました。その後、いろいろ変遷がございま

して、一番今のやり方が適切ということで、納

入通知書みたいな形でやっているんですけれど

も。ただ、先ほど言いましたように、職員にと

りましては一々金融機関等に行って払わないと

いけないという手間がかかりますので、その点

について今後どういうふうにしていったほうが

いいのかということについては、現在、いろん

なサイドから研究はさせていただいてるところ

でございます。

○二見主査 できるだけ手間がかからないスタ

ンダードなやり方があるでしょうし。あと、い

ろいろと個人的な事情とか経済的事情とかも

あったりするというのもわからなくもないわけ

なんですが、ただ、そういうことが起こるとい

うことは、やはり心の緩みの部分でもあったり

するでしょうし。そこ辺を少し引き締めていく

必要性があるのかなと。散見されるということ

は、ちらほら見られるというようなことでしょ

うから、少しそこのところは気になりますので、

どうぞ、今後の検討のほどをよろしくお願いい
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たします。

○坂口委員 みやざき円陣（Ｅｎｇｉｎｅ）27

プロジェクトですか。これで、知事と首長、知

事と職員とかとの意見交換、連携をとるわけで

すけれど、具体的に事業とか施策に生かされた

成果は。どういう事例につながってきてるんで

すか。

○藪田市町村課長 この円陣（Ｅｎｇｉｎｅ）27

プロジェクトによる成果でございますけれども、

この事業につきましては、知事と市町村長のトッ

プ同士、あるいは知事と市町村の職員が、地域

の課題ですとか、県政の課題についてざっくば

らんに意見交換をするということで、両者が課

題や情報を共有するという非常に貴重な場に

なっていると考えております。

会での当日のやりとりにつきましては、私ど

もがとりまとめて関係部局には情報提供をして

おりますけれども、知事のほうからは、最大限

そこで出された意見については、その意を酌ん

で施策等に反映させるようにという指示をいた

だいております。

県市町村連携推進会議ですとか、あるいは円

卓トークのみで具体的に、それだけで何か事業

ができてるとか、なかなかそういうことは事例

が難しいところでございますけれども、例えば、

これは27年度ではございませんけれども、過去

に円卓トークの中で、市町村の連携をもっと強

化すべきだという意見が出まして。具体的には

西都児湯地域で市町村間の連携を図るために検

討会を設けるべきだということで、県と市町村

で検討会やワーキンググループをつくりまして、

検討を進めまして、その結果として、27年の４

月には、公平委員会ですとか、固定資産の評価

審査委員会ですとか、情報公開の委員会ですと

か、そういうのを市町村間で共同で設置すると

いうことになりました。

また、この方向性に沿いまして、昨年度にお

きましても、行政不服審査法が改正されました

けれども、その第三者機関となります審査機関

を西都児湯地域で共同で設置した事例はござい

ます。

○坂口委員 それも一つの効果かなとは思うん

ですけれど、ちょっと違うような気がするんで

す。それは、くるまｔｈｅ談義みたいなものを

やらなくても、当然、事務的なところ、事務レ

ベルの範囲内でできることであるし、到達して

いく先じゃないかなという気がするんです。連

携を強化してから、共通認識を持って課題を解

決していこうっていうんだったら、まずその課

題を全てあぶり出して、それに対しての事業実

施のための一つの査定、そういったものを同時

にやられて、具体的にこういう事業に取り組ん

だというところまでいかないと。タイトルと事

業説明とがちょっとマッチしない。協議会をつ

くったとかは、違う気がするんです。決算でど

うのこうのっていうことはないけれど、イメー

ジがちょっと違うような気がするんです。

それから、防災・減災での、例えば津波の避

難タワーなんかも、県がいろいろ市町村へ具体

的な財政支援なんかをして、手持ち資金がなく

ても取り組めるということで、２年やってきて

いるんですかね。

気になるのが、どこまで指導してやっていっ

てるのかっていうことなんですけれど。具体的

には避難タワーをつくって、その下に消防機庫

なんかを整備してるんです。そこに消防自動車

を入れたり、装備を入れたりする。ところが、

ここは何メーターつかりますというのを１回見

つけて─消防自動車も器具もつかってしまう

ことを前提でそこを整備してるんです。
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だから、そんなので果たしていいのかなって

いう気がするんですけれど。そういうものをつ

くろうとしたときは、それなりに指導をしない

と、今度は消防自動車の安全はどうするんだっ

てなったら、また別個に消防機庫を高いところ

に盛り土をしてつくらんといかんとなるような、

そんなものが現実にできてるんです。

下のスペースがもったいないからというのは

わかるんです。しかし、下は危険だから、これ

から上に上がれってところに、そんな緊急時の

ときの装備をそこに置くなんていうのは、これ

はいかがなものかなっていうことで。そこらに

対して、支援をしてお金を交付していく上で、

何らかのものを持ってないんですか。ただつく

りたいから下さいって言われたら、計算式にのっ

とって、何分の１を交付するっていうだけのこ

とになっていくんですか。

○平原危機管理局長 いわゆる複合施設という

形で整備しているところは何カ所かありますが、

基本的には津波避難タワーそのものでやろうと

いうことでやったので─やはり市町村からの

御要望もございまして、そのような複合施設も

幾つかできております。あと、高台盛り土とい

うことで、単に盛り土をつくってそこに上って

いくようなこともされておりますが、その辺は、

今までは市町村の要望を受けて、その部分は補

助していくという形でやりましたので、そこま

で指導等はしていないところでございます。

○坂口委員 そこらでいいのかなっていう。あ

くまでも調整力を持つというんじゃなくて、指

導だから。というのは、避難タワーをせっかく

つくるのに、そこに部屋はつくれないかと、壁

をつくって中を寒くないようにとか言っても、

そういう設計はだめだったですよね。それは、

人が住むところじゃない、危険だから上に上げ

るんだからっていうことだったと思うんです。

そこを人が住めるようにじゃなくって、そう

いった、いざというときの消防自動車なんかを

入れるのはいいのかってなると、そこまで介入

できないって。今度は消防自動車の安全を確保

しましょうってなったときには、そこに置こう

とすれば高台しかないわけです。高台にやって

も、水が来てれば今度は下におりられなくて、

今度はそこに隔離されるようなことで。

今後この事業を続けていかれるんなら、やは

り総合的に判断をしていって、何のための避難

施設なんだとか、防災・減災のための施設なん

だっていうことを、それくらいは県が関与して

いっていいんじゃないかなという気がするんで

すけれど。金を出すからには、うちはそういう

ところには出せませんよっていう。

○平原危機管理局長 先ほど答弁いたしました

ように、今までそういう認識で指導しておりま

せんので─今後、市町村の話も聞きながらと

いうことで。

当初は、単独の施設のみがかさ上げ等の対象

ということでしたが、やはり全国で市町村から、

無駄って言ったらいけませんけれど、複合でや

りたいというのがあって、対象になった経緯も

ございますので、そういう動きで、複合施設も

できてきたのかなとは思っております。

○坂口委員 それとあと、発電機なんかでさえ

上に上げてるんですから、そこらをちょっと広

く見ていかないと。列挙してあるから、これだ

けは水につかるところはだめですよじゃなくて、

つかっちゃだめなものはだめ。つからせないた

めの施設ならば、つかる場所に物を置くのはだ

めとかいうのは、当然のことだと思うんです。

○二見主査 取り組みの内容について、ちょっ

とお聞きしたいところがあるんですけれども。
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主要施策の成果に関する報告書の66ページ。消

防保安課のところなんですが、高圧ガス保安対

策事業。これは、県のほうがやるべきことなん

だと思うんですけれども、保安完成検査って、

いろんな高圧ガスを扱うところに対する安全・

安心の部分を確保するための取り組み事業だと

思いますが。

この中身について、まだちょっとよくわかり

ませんけれども、今、国のほうでも始まりつつ

ある新エネルギーの水素というものがあって、

水素を扱うに当たっては、製造し、圧縮し、ボ

ンベにためるという、要するに高圧ガスの分類

に入ってくるんだと思うんです。

今現在、宮崎県内の中で、そういう水素ボン

ベとかを扱ってるところは、まだ聞いたことは

ないんですけれども、今後、この流れに沿って

クリーンエネルギー、新エネルギーが県内に入っ

てくる場合に、県がこの使用に対する認可とか、

安全基準とかについて、許可なりを担保しない

といけないわけなんですけれども、そういった

ところの研究とか勉強とか事業を、何か今、取

り組んでいらっしゃるのか。ちょっと話が広く

なって申しわけないんですけれども、お聞きし

たいんですが。

○福栄消防保安課長 今、主査が御質問のとこ

ろは、関係する法律がいろいろありますけれど

も、大きく分けまして、高圧ガス保安法、それ

と、プロパンガス等だと、液化石油ガス法とい

う法律によって規制がされているということで

ございまして。当然、製造設備につきましては、

完成した場合に完成検査を行いますし、一定の

割合で保安検査を定期的に行って、きちんと基

準に適合してるかということについて検査を

行っている状況でございます。

また、例えば大規模なエアコン、冷凍施設等

につきましても、冷凍保安規則という法律がご

ざいまして、これについても当然設置あるいは

定期検査を行って確認をしているところでござ

います。

なお、水素ガスの製造等につきましては、

ちょっとこちらの手元に資料がございませんで、

調べてみたいと思います。

○二見主査 恐らくまだないんだと思うんです。

まだ、現在宮崎で使ってるっていう話を聞いた

ことがないものですから。

ただ、恐らく、今後それが進んでいったとき

に、いわゆる⑤の施策の成果等についての最後

に書いてあるように、県民の安全・安心な暮ら

しのために産業保安の確保を推進するというこ

とが大きな目的でしょうから、そこの許認可に

ついても、こちらにあるのであれば、その申請

が来たときに、おくれて産業界の足を引っ張る

ようなことがあってはならないと思うんです。

今後の検討課題の一つになるのかなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

○福栄消防保安課長 現在のところ、水素に関

する施設はございませんが、当然、燃料電池車

とかいろいろ開発されておりますので、今後設

置される可能性は十分あると思いますので、しっ

かりと研さん等をしていきたいと考えておりま

す。

○満行委員 消防保安課の、成果の65ページ。

いつもひっかかるんですけれど、新総合防災情

報ネットワーク整備。27年度の決算は10億円、

相当な金額が県単で支出されてるんですが、こ

の全体の計画がよくわからないんです。

１つは、多重無線設備整備工事が25年からで

すから、25、26、27。あと、260メガデジタル無

線が26年度からっていう。この全体の事業、多

重無線の25、26、27の決算がわかれば決算を、260
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メガデジタルは、26年度、27年度の内訳があっ

たら教えてください。

○福栄消防保安課長 済みません、ちょっと資

料をとり寄せますので、しばらくお待ちくださ

い。

25年度については、後ほど持ってまいります

が、26年度につきましては、多重無線設備工事

が12億9,740万6,000円の工事を行っておりまし

て、27年度も引き続き行っているということで

あります。

○満行委員 内訳は。

○福栄消防保安課長 27年度の工事の明細を言

わせていただきますと、清水岳の中継局、ある

いは枡形山等の鉄塔の塗装工事、これを行って

おります。また、無線ＬＡＮの環境設備工事、

高畑山の中継局多重無線設備雷対策改修工

事、260メガデジタル無線の整備工事、大森山中

継局配電線新設工事等を行っております。

○満行委員 新総合防災情報ネットワーク整備

は、26年度は12億円ということですか。

○福栄消防保安課長 いえ、多重無線の設備工

事、これが12億円でございます。

○満行委員 27年度は幾らなんでしょうか。

○福栄消防保安課長 2 7年度につきまして

は、260メガデジタル無線整備事業、これが８億

円でございます。大森山中継局配電線新設整備

事業、これが１億7,000万円余でございます。

○満行委員 27年度の多重無線は幾らですか。

○福栄消防保安課長 27年度の多重無線設備工

事は、３億5,000万円でございます。

○満行委員 もう一回260メガデジタルの26年

度、27年度の内訳をお願いします。

○福栄消防保安課長 27年度の260メガデジタル

無線整備事業、これが８億60万4,000円でござい

ます。26年度については、しばらくお待ちくだ

さい。

資料につきましては、後ほど整理して持って

まいります。よろしいでしょうか。

○満行委員 今の27年度を足すと11億ぐらいに

なるので、合わないんです。済みませんがお願

いします。

もう一ついいですか。この事業は、多重は25

年度から、260メガデジタルは26年度から、これ

は、いつまでの事業なのか。

それと、この中継局の整備は単年度なのか。

たくさん中継局はあるかしれませんが、中継局

の整備工事は単年度なのか、これも継続なのか

も含めてお願いします。

○福栄消防保安課長 新総合ネットワーク事業

につきましては、平成27年度で終了でございま

す。

○満行委員 この整備は継続する事業ですから、

全体を見てみたいんですけれども、出せますで

しょうか。

○福栄消防保安課長 後ほど、資料としてそろ

えて持ってまいります。

○二見主査 ほかに質疑はありますか。よろし

いですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上をもって総務部を

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時41分休憩

午後２時42分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

ここで皆様にお伺いします。本日の審査内容

を踏まえ、御意見があればお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○二見主査 それでは、次回の分科会は、あし

た29日午前10時に再開し、総合政策部等の審査

を行うことといたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 何もないようですので、以上をもっ

て本日の分科会を終了いたします。

午後２時43分散会
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午前10時０分再開

出席委員（７人）

主 査 二 見 康 之

副 主 査 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総合政策部次長
井 手 義 哉

（政策推進担当）

総合政策部次長
松 岡 弘 高

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 松 浦 直 康

秘 書 広 報 課 長 中 原 光 晴

広 報 戦 略 室 長 藤 山 雅 彦

統 計 調 査 課 長 丸 田 勉

総 合 交 通 課 長 野 口 和 彦

中山間･地域政策課長 奥 浩 一

フードビジネス
重黒木 清

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
弓 削 博 嗣

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 壹 岐 幸 啓

文 化 文 教 課 長 神 菊 憲 一

人権同和対策課長 工 藤 康 成

情 報 政 策 課 長 蕪 美知保

会計管理局

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

会計管理局次長 中 原 順 一

会 計 課 長 青 山 新 吾

物品管理調達課長 福 嶋 正 一

人事委員会事務局

事 務 局 長 金 子 洋 士

総 務 課 長 田 畑 吉 啓

職 員 課 長 和 田 括 伸

監査事務局

事 務 局 長 柳 田 俊 治

監 査 第 一 課 長 村 上 悦 子

監 査 第 二 課 長 佐 野 由 藏

議会事務局

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

総 務 課 長 外 山 景 一

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 日 髙 真 吾

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成27年度決算について部長の説

明を求めます。

○永山総合政策部長 総合政策部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、平成27年度の決算につきまして、

お手元の決算特別委員会資料に基づいて説明を

させていただきます。

平成28年９月29日(木)
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１ページをお開きください。

これは、県の総合計画、未来みやざき創造プ

ランに基づき、総合政策部に関連します主要な

施策について体系表にしたものでございます。

これに基づきまして、右側の施策の柱ごとに

説明をさせていただきます。

まずは、人づくり分野についてであります。

魅力ある教育を支える体制や環境の整備・充

実といたしまして、私立学校振興費補助金や、

私立高等学校等就学支援金等によりまして、私

立学校の特色ある教育の振興や、私立高校生徒

を持つ世帯の教育費負担の軽減を図ったところ

であります。

次の、文化の振興についてでありますが、４

つ目になりますけれども、第20回の節目の年と

なりました宮崎国際音楽祭の開催や若山牧水賞

の実施など、多くの県民がさまざまな機会を通

じて文化に親しむ環境の整備に努めたところで

あります。

男女共同参画社会の推進であります。

２つ目の、地域で男女共同参画の推進活動に

取り組むリーダーの養成や、その２つ下になり

ますけれども、女性の活躍応援事業によりまし

て、みやざき女性の活躍推進会議を設立するな

ど、女性の活躍に関する取り組みを進めたとこ

ろであります。

ＮＰＯや企業、ボランティア等多様な主体に

よる社会貢献活動の促進についてであります。

これにつきましては、２つ目の、地域で生涯

現役活躍支援事業によりまして、企業の社会貢

献活動を促す広報・啓発やＮＰＯを対象とした

研修会を開催しますとともに、その下の「協働

による未来みやざき創造事業」で、提案公募型

事業に取り組むなど、ＮＰＯ等との協働の推進

を図りました。

一番下の、人権意識の高揚と差別意識の解消

では、県民や企業・団体等を対象とした研修会

の開催や児童・生徒を対象とした人権作品の募

集など、さまざまな人権に関する啓発事業等を

実施し、人権意識の高揚を図ったところであり

ます。

２ページをごらんください。

くらしづくりの分野についてであります。

まず、一番上ですが、安心で快適な生活環境

の確保についてであります。

消費者啓発講座の開催や消費生活相談員の配

置などにより、消費者被害の未然防止や解決支

援に努めますとともに、消費者行政推進交付金

を活用しまして、消費者啓発の強化や市町村が

行う消費生活相談窓口の共同設置に向けた協議

に関する助言等に取り組んだところであります。

次の、快適で人に優しい生活・空間づくりで

は、ユニバーサルデザインの普及・啓発を推進

するため、アイデアコンクールや講演会を実施

いたしました。

次の、地域交通の確保についてであります。

地方バス路線等運行維持対策事業により、日

常生活に必要なバス路線の維持・確保に努めま

すとともに、地域公共交通の利便性向上及び活

性化に取り組みます事業者等への支援を行った

ところであります。

次の情報通信基盤の充実及び利活用の促進で

は、各種広報媒体を通じた広報活動により、広

く県民に県政に関する情報の提供を行いました。

また、社会保障・税番号制度におきまして、

国や他自治体と情報連携するために必要となり

ますシステムを構築しますとともに、携帯電話

等エリア整備事業によりまして、サービス未提

供地域の解消に努めました。

次の中山間地域の維持・活性化では、一番上
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の中山間地域振興推進体制整備事業で、中山間

地域振興計画に基づきました全庁的な施策の展

開や県民運動を推進しますとともに、地域資源

を活用しました商品開発等をテーマとしたセミ

ナーの開催など、中山間地域の活性化に向けた

取り組みを行ったところであります。

次の連携・協働による魅力ある地域づくりと

戦略的な移住等の促進であります。

市町村と地域住民が一体となった地域づくり

を支援しますとともに、持続可能な地域づくり

のために、市町村が連携して取り組む事業に対

する交付金による支援のほか、移住促進のため

に、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターを

東京と宮崎に開設し、情報発信、相談対応を行

うとともに、市町村の受け入れ体制充実の取り

組みに対する支援を行いました。

次に、安全で安心なまちづくりであります。

幼稚園、保育所等へのアドバイザーの派遣や、

地域安全に関する情報発信や啓発を行うなど、

犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進に努

めました。

一番下の、交通安全対策の推進としては、マ

スメディアを活用した効果的な広報・啓発を行

い、シートベルト、チャイルドシートの着用推

進や交通安全思想の普及と交通事故の防止に取

り組んだところであります。

３ページをごらんください。

産業づくりの分野についてであります。

まず、産業間・産学金官連携による新事業・

新産業の展開では、一番上にありますように、

みやざきフードビジネス振興構想を推進するた

め、県内産学金官による全県的な推進体制を整

備しますとともに、10のテーマを設定しました

フードビジネスプロジェクトに、庁内外の関係

機関が連携して取り組みました。

また、昨年度は万博史上初めて食をテーマと

しましたミラノ国際博覧会が開催され、県内食

関連企業が出展をし、海外輸出に向けた機運醸

成を図るとともに、グローバルな販路拡大の端

緒となったところであります。

次の、県境を越えた交流・連携の推進では、

全国・九州地方知事会等を通じ、各県と広域的

な連携強化を図り、共通する課題や具体的施策

について検討、実施したほか、県境地域の市町

村が連携して実施する世界ブランドの活用に向

けた取り組みへの支援を行いました。

交通・物流ネットワークの整備・充実につき

ましては、各公共交通機関の利用促進を図りま

すとともに、国及び関係機関等への要望活動を

行うなど、陸・海・空の輸送機能の維持・充実

に努めたところであります。

また、４つ目にありますけれども、宮崎県物

流競争力強化事業によりまして、トラック輸送

から海上輸送、鉄道輸送にシフトする貨物に対

して助成を行い、県内の港等への荷寄せによる

物流の効率化を推進したところであります。

次に、その他の分野であります。

重要施策の総合企画と総合調整では、平成27

年３月に改定した県総合計画の、未来みやざき

創造プランについて、アクションプランを策定

しましたほか、県総合計画を展開するための調

査や政策評価による検証を行いました。

また、まち・ひと・しごと創生法に基づきま

す宮崎県総合戦略を策定しますとともに、漫画

を活用した概要版や新聞紙面等での広報を行っ

たところであります。

さらに、広い意味での地産地消を推進するた

め、地産地消や100万泊、中山間地域振興の３つ

の県民運動について普及・啓発を図りました。

次の県民目線による行政サービスの向上では、
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知事とのふれあいフォーラム等を通じ、県民の

さまざまな意見や要望等を把握をし、県政への

反映に努めたところであります。

最後の各種統計調査の実施でありますが、統

計セミナーや親子統計グラフ教室、統計グラフ

コンクール等を開催をし、統計の普及啓発を図

りますとともに、国勢調査など各種統計調査を

実施をし、本県の施策立案に資する基礎資料の

収集に努めたところであります。

４ページをごらんください。

平成27年度の決算の状況についてであります。

総合政策部全体といたしましては、一般会計、

特別会計を合わせて、表の一番下の欄でござい

ます。予算額130億7,030万3,000円、支出済額124

億2,702万3,689円、翌年度繰越額が３億503

万8,000円、不用額が３億3,824万1,311円となり

まして、執行率は95.1％、翌年度への繰越額を

含めますと97.4％でございます。

最後に、36ページをお開きください。

平成27年度の総合政策部の監査の結果につい

てであります。

指摘事項が２件、注意事項が２件ございまし

たので、直ちに改善を行ったところであります。

このうち２件の指摘事項につきましては、後ほ

ど関係課長から説明をさせていただきます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

以上、概要について説明をいたしました。

詳細につきましては、各課長から説明をさせ

ますので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○二見主査 部長の説明が終了いたしました。

これより総合政策課、秘書広報課、統計調査

課、総合交通課、中山間・地域政策課、フード

ビジネス推進課の審査を行います。

平成27年度決算について各課の説明を求めま

す。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いします。

○松浦総合政策課長 総合政策課でございます。

まず、当課の説明に入ります前に、部全体に

関する事項ということで少し御説明をさせてい

ただきます。

決算特別委員会資料の一番最後のページ、37

ページをごらんいただきたいと思います。

今回の決算に関しまして、この図の下にあり

ます27年度の当初予算に関するもののほかに、

この上の段にありますが、地域活性化・地域住

民生活等緊急支援交付金、いわゆる地方創生交

付金でありますが、これが加わっております。

これは、図にありますように、26年度の２月

の補正で予算計上をさせていただきまして、そ

の全額を27年度に繰り越して執行したものでご

ざいます。右端にありますように、繰越予算と

いうことで、減額補正ができないという状況が

ありますので、今回の決算に当たりまして、全

体的に不用額が増加している状況がございます

ので、まず御報告をさせていただきたいと思い

ます。

それでは、当課の御説明をさせていただきま

す。

資料の４ページをごらんください。

総合政策課につきましては、一般会計と開発

事業特別資金特別会計の２つがございます。

一般会計につきましては、表の一番上のとこ

ろですが、総合政策課の欄でございます。予算

額７億7,894万7,000円に対しまして、支出済額

７億4,582万1,937円、不用額が3,312万5,063円、

執行率95.7％となっております。

それから、開発事業特別資金特別会計につき
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ましては、下から２段目でございます。予算

額1,705万6,000円に対しまして、支出済額1,697

万9,411円、不用額７万6,589円、執行率99.6％

となっております。

６ページをお開きください。

当課の決算事項別の明細について御説明を差

し上げます。

目につきまして、不用額が100万円以上となっ

たもの、または執行率が90％未満となったもの

について御説明をいたします。

まず、６ページの（目）企画総務費の不用額303

万330円でございます。その主なものといたしま

して、中ほどにございます旅費172万5,343円、

これにつきましては県外事務所、３事務所を含

めました旅費の執行残でございます。

一段飛びまして、需用費の不用額64万4,526円

であります。これは主には県外３事務所の水道

光熱費等の執行残でございます。

ページをおめくりいただきまして、７ページ

をごらんいただきたいと思います。

（目）計画調査費の不用額3,009万4,733円、

執行率66.7％であります。その主なものといた

しまして、中ほどにあります報償費の不用額216

万238円、その下の旅費499万3,587円、それから

２つ飛びまして委託料2,094万3,532円などがご

ざいますが、これにつきましては、説明欄の下

のほうにあります○新 と書いてある２つの事業が

ございます。「まち・ひと・しごと創生実現」、

それから１つ飛びまして、「都市との連携による

地方創生モデル」、この２つが主なものでござい

ます。

これらは先ほど御説明いたしました繰越事業

でございまして、この中で、まち・ひと・しご

と創生実現におきましては、県版の総合戦略を

策定いたしましたが、国からは人口推計あるい

は戦略策定について、外注するという前提で交

付金が配分されましたけれども、人口推計につ

いては、総合計画の推計モデルが既にあったと

いうこと、それから戦略策定の作業というのを

自前で行ったということで、執行残が生じたも

のでございます。

また、都市との連携による地方創生モデル事

業につきましては、旅費や委託事業にかかる執

行残でございます。

続きまして、主要施策の成果について御報告

をさせていただきます。

資料をかえていただきまして、分厚い資料で

ございます。平成27年度主要施策に関する報告

書の11ページをごらんいただきたいと思います。

人づくりのところの３の（２）ＮＰＯや企業、

ボランティア等多様な主体による社会貢献活動

の促進でありますが、これにつきましては、表

にあります東日本大震災復興活動支援を行った

ところでございます。

その下の施策の成果等のところをごらんいた

だきますと、復旧の進捗が進んでまいりました

ので、被災者の状況が変化してきております。

そういった意味で地域コミュニティの再構築で

ありますとか、避難者・帰還者を孤立させない

心のケアなどに柔軟に対応できる県内の民間４

団体に、その活動の支援をしたところでござい

ます。

ページをおめくりいただきまして、12ページ

をごらんいただきたいと思います。

くらしづくりの１の（２）快適で人に優しい

生活・空間づくりにつきましては、表にありま

す、ユニバーサルデザイン普及・啓発を行った

ところでございます。施策の成果等のところを

ごらんいただきますと、県のユニバーサルデザ

イン推進指針に基づきまして、その認知度、理
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解度を高めるため、県内の小中学生あるいは一

般県民を対象にしたアイデアコンクールを実施

いたしました。

また、県内の観光、スポーツ、公共施設の関

係者を対象にした講演会を実施したところでご

ざいます。

アイデアコンクールについては、2,000点を超

える応募がありまして、優秀作品は表彰を行っ

たところでございます。

上の表がございます。施策の進捗状況で、ユ

ニバーサルデザインの認知率というのが思った

ほど伸びないという状況がありますので、これ

については、引き続き普及・啓発をしていく必

要があると考えております。

13ページをごらんいただきたいと思います。

産業づくりの２の（１）県境を越えた交流・

連携の推進であります。

表にあります、総合企画調整、それから地域

連携軸構想推進の取り組みを行ったところでご

ざいます。

全国知事会や九州地方知事会等に参加をして、

国等への提言等を行ったところでございますが、

下の施策の成果等をごらんいただきますと、全

国知事会では地方分権改革あるいは地方創生、

そういったものの実現に取り組んでおりまして、

地域の実情を踏まえた提言等を行いました。

それから、九州地方知事会におきましては、

官民が一体となって九州独自の発展策を研究し

たり、あるいは政策連合として、具体的な対応

策等を検討したところでございます。

14ページをおめくりいただきたいと思います。

その他の１の（１）重要施策の総合企画と総

合調整であります。

表にありますように、総合計画策定・戦略展

開など、４つの事業に取り組んだところでござ

いまして、それぞれの成果につきましては、15

ページの下のところを見ていただきたいと思い

ます。施策の成果等でございます。

①につきましては、知事の２期目の政策提案

等を踏まえました４年間の行動計画であります

アクションプランを策定したところでございま

す。

②をごらんいただきますと、まち・ひと・し

ごと創生法に基づきまして、県版の総合戦略を

策定いたしますとともに、戦略の内容をわかり

やすく示すために漫画を活用した概要版の作成、

あるいは新聞等への広告の掲載等を行ったとこ

ろでございます。

それから、③でありますが、広い意味での地

産地消を推進するために、官民でつくっており

ます県民会議を推進母体といたしまして、ホー

ムページやフェイスブック、あるいはショッピ

ングセンターでの企画展の開催、そういったも

のに取り組んだところでございます。

上のほうの表がございますが、施策の進捗状

況というところで、地産地消を意識し、できる

範囲で利用している人の割合が、若干ですが下

がっている状況がございますので、こういった

状況を踏まえますと、現在の取り組みに工夫を

していく必要があると考えているところでござ

います。

④にお戻りいただきまして、川崎市との連携

・協力につきましては、基本協定に基づきまし

て、川崎市における木材利用の促進、あるいは

先端技術見本市への出展、それから、みやざき

ひなたｗｅｅｅｅｋの開催などに取り組んだと

ころでございます。

主要施策の成果については以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。
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以上でございます。

○中原秘書広報課長 秘書広報課でございます。

秘書広報課の27年度予算にかかる決算状況に

ついて御説明をいたします。

初めに、お手元の決算特別委員会資料の４ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

秘書広報課は、一般会計の上から２段目の行

でございまして、予算額５億4,412万7,000円に

対しまして、支出済額５億4,058万6,847円、不

用額354万153円となっておりまして、執行率99.3

％でございます。

次に、同じ資料の10ページをお開きください。

当課の明細は、10ページから11ページとなって

おります。

それでは、目の不用額が100万円以上のものに

つきまして御説明をいたします。

10ページの上から３行目、（目）一般管理費で

ございます。

不用額は258万3,512円でございます。この不

用額の主なものは、給料のほか、中ほどより

ちょっと下の需用費66万2,988円の不用額、それ

と使用料及び賃借料53万6,205円でございますけ

れども、これらは主に昨年２回行われました皇

太子殿下の行啓にかかわります印刷・資料作成

や御視察先などの室料・設営等に要する経費の

執行残でございます。

決算状況については以上でございます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

冊子の16ページをお開きいただきたいと思い

ます。

まず、（４）情報通信基盤の充実及び利活用の

促進に関する施策でございます。

施策推進のための主な事業及び実績の表をご

らんいただきたいと思いますが、広報活動の主

な実績内容といたしましては、まず、印刷広報

事業としまして、県の広報紙であります「県広

報みやざき」の発行を年６回、新聞広報事業と

しまして、県政のお知らせを掲載した「県政け

いじばん」を年に24回、次のテレビ・ラジオ放

送事業としまして、テレビ２局、ラジオ２局に

よります県政番組の制作放送、さらには下のほ

うになりますけれども、県のホームページでの

さまざまな情報発信を行ったところでございま

す。

こうした取り組みによりまして、広く県政情

報の提供を行ってまいったところでございまし

て、今後とも県民の皆様に県政に対する理解を

深めていただけますよう、積極的に広報活動を

行ってまいりたいと考えております。

続いて、右側の17ページをごらんいただきた

いと思います。

（２）県民目線による行政サービスの向上に

ついてでございます。

表にありますように広聴活動といたしまして、

県民との対話事業、ここでは知事とのふれあい

フォーラムを14回実施いたしました。知事が県

民の方々から直接意見をお聞きしたり、意見交

換を行ったところでございます。

さらに、県民の方の要請に応じまして、県職

員が地域に出張して、県の取り組み事業等の説

明や意見交換を行います出前講座を93回実施し

たところでございます。

また、県民の声事業では、電話やメール、は

がきなどで268件の御意見をいただき、それぞれ

関係課等において対応を行ったところでござい

ます。

こうした取り組みによりまして、県民の皆様

のさまざまな意見を県政に反映するよう努めた

ところでございまして、今後とも広聴事業の充
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実を図ってまいりたいと考えております。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、報告すべき事項は当課はございません。

秘書広報課は以上でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○丸田統計調査課長 それでは、統計調査課の

決算状況等について御説明をいたします。

初めに、お手元の決算特別委員会資料の４ペ

ージをごらんいただきたいと存じます。

上から３段目、統計調査課の欄をごらんくだ

さい。

予算額７億6,482万6,000円に対しまして、支

出済額７億5,483万4,128円、不用額999万1,872

円で、執行率は98.7％となっております。

続きまして、12ページをごらんいただきたい

と思います。

当課の決算事項別の明細でございますけれど

も、目の不用額が100万円以上のものについて御

説明をいたします。

13ページをお願いいたします。

一番上の行の（目）委託統計費でございます

が、不用額は867万8,842円でございます。この

うち主なものといたしましては、節の上から２

つ目の職員手当等174万3,618円及び４つ目の賃

金165万1,149円でありますけれども、これは統

計調査にかかります審査などの事務におきまし

て、時間外勤務手当、臨時的任用職員の賃金が、

当初の見込みを下回ったことによる執行残でご

ざいます。

次に、一番下の負担金・補助及び交付金137

万5,108円ですけれども、これは市町村を経由い

たしまして行う統計調査にかかる市町村交付金

の返還分でございまして、主に国勢調査の職員

手当あるいは調査員報酬等に執行残が生じたこ

とによるものでございます。

続きまして、平成27年度の主要施策の成果に

ついて御説明をいたします。

冊子がかわりまして、お手元の、主要施策の

成果に関する報告書の18ページをお願いいたし

ます。

その他の（３）各種統計調査の実施について

でございます。

まず、表の一番上の、「県民共有・確かな統計

基盤づくり推進」につきましては、統計データ

フェアや統計セミナーの開催を初めといたしま

して、親子を対象といたしました統計グラフ教

室、コンクールを実施しておりまして、県民を

対象といたしましたこれらの事業を行うことに

よりまして、統計の普及・啓発を図ったところ

でございます。

次に、その下の国勢調査につきましては、人

口、世帯、産業構造等の実態を明らかにするた

めに、県内に居住する全ての人、世帯、46万2,000

世帯余りを対象といたしまして、平成27年10月

１日を調査日として実施したところでございま

す。

調査結果につきましては、ことし２月と６月

に速報集計が公表されておりますけれども、今

後、確報値が順次公表される予定でございます

ので、本県関係分の統計資料を整備いたしまし

て、行政施策等の基礎資料として活用をしてま

いりたいと考えております。

続きまして、経済センサス活動調査につきま

しては、全産業における事業所等の経済活動の

実態を明らかにするために、平成28年６月１日

を調査日といたしまして、県内５万5,000の事業

所や企業を対象に、現在、実施をしているとこ

ろでございますけれども、平成27年度につきま

しては、名簿の事前確認あるいは各種団体への
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協力依頼など、準備作業を行ったところでござ

います。

次に、農林業センサスにつきましては、農林

業の生産構造や就業構造などを明らかにするた

めに、平成27年２月１日を調査日といたしまし

て、県内２万7,400の農家や法人等を対象に調査

を行いまして、27年度は調査表の審査等を行っ

たところであります。平成28年に公表された確

報値の本県関係分の統計資料について、現在、

取りまとめを行っておりまして、農林業施策等

の基礎資料として活用することとしております。

次に、19ページをごらんください。

施策の成果等の一番下、⑤にございますよう

に、統計調査を行う環境につきましては、近年

の個人情報保護の高まりなどによりまして、年

々厳しさを増しておりますことから、県民の方

々の統計調査に関する理解が深まり、正確な統

計調査が実施できますよう、引き続き普及・啓

発活動を積極的に取り組んでいきたいと考えて

おります。

主要施策の成果についての説明は以上でござ

います。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書に関しましては、特に御報告すべき事項はご

ざいません。

統計調査課は以上でございます。

○野口総合交通課長 総合交通課でございます。

総合交通課の平成27年度予算にかかる決算状

況等について御説明を申し上げます。

まず、お手元の平成27年度決算特別委員会資

料の４ページをお願いいたします。

上から４段目、総合交通課の欄をごらんくだ

さい。

予算額は11億1,942万9,000円、支出済額は10

億5,635万4,082円、不用額が6,307万4,918円と

なりまして、執行率は94.4％でございます。

次に、16ページをお願いいたします。

目の執行残が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものについて説明をいたします。

（目）計画調査費でありますが、不用額が6,301

万8,008円で、執行率が93.8％であります。この

不用額の主な内訳は、負担金・補助金及び交付

金の6,062万8,546円でございます。

これは、主に基幹的交通ネットワーク活性化

事業、宮崎県物流競争力強化事業及び、みやざ

きの空航空ネットワーク活性化・利用促進事業

におきまして、補助事業数や補助事業者の実績

が計画を下回ったことによるものでございます。

詳細は、後ほど御説明を申し上げます。

続きまして、平成27年度の主要施策の成果に

ついて御説明をいたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の20

ページをお願いいたします。

まず、くらしづくりの１、安心して生活でき

る社会の（３）地域交通の確保についてであり

ます。

表の上段でございますが、地方バス路線等運

行維持対策によりまして、広域的・幹線的なバ

ス路線であります地域間幹線系統の維持のため、

バス事業者に対し、国と協調して運行費等への

補助を行いますとともに、バス路線廃止後に代

替バスを運行します市町村に対しまして補助を

行いますなど、地域の交通手段の確保に努めた

ところでございます。

次の、陸上交通アクセス強化支援によりまし

て、全国で相互利用可能な交通系ＩＣカード「n

imoca」でございますけれども、この導入に対し

まして、国、市町村と協調して支援を行ったと

ころでございます。

次に、基幹的交通ネットワーク活性化であり



- 32 -

平成28年９月29日(木)

ます。これは地方創生交付金を活用した繰越事

業でありますが、これによりまして県内の７つ

の路線で運賃低廉化─これは運賃を安くする

という意味でございますけれども、そういった

実証実験や県内の主なバスセンター７カ所の発

車時刻表を表示する電光掲示板の導入、あるい

は利用促進イベントを実施する事業者等に対し

て支援を行ったところでございます。

なお、1,400万円余の執行残が生じております

が、これは市町村が路線の見直しを行う際に、

広域的なバス路線を、地域の実情に応じまして

コミュニティバス等に転換する際の調査費、あ

るいは運行費の補助を行うものでございますけ

れども、27年度につきましては、この制度に対

応する見直し路線がなかったということでござ

います。

次に、「宮崎を回ろう！公共交通企画切符発行」

であります。

こちらも地方創生交付金を活用した繰越事業

でありますが、公共交通の利用促進と地域経済

の活性化を図るため、県外から県内に入り込み

ます飛行機やフェリーと県内を移動する際の鉄

道あるいはバス、それを組み合わせるなどをし

た旅行商品、これを割引販売する民間事業者に

対して支援を行ったところでございます。

今後とも、引き続きバス路線の維持・確保に

努めますとともに、利用者を増加させるための

利用促進活動等を支援することにより、将来に

わたって持続可能な地域公共交通ネットワーク

の維持・充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、22ページをお願いいたします。

産業づくりの３、経済・交流を支える基盤が

整った社会の（１）交通・物流ネットワークの

整備・充実についてでございます。

まず、鉄道活性化対策推進によりまして、日

豊本線を初めとする県内鉄道の充実・強化に向

け、利便性の向上などの課題につきまして、宮

崎県鉄道整備促進期成同盟会などと連携を図り

ながら、国やＪＲ九州に対しまして、機会ある

ごとに要望活動を行ってきたところでございま

す。

この結果、県内12駅へのＩＣカード「ＳＵＧ

ＯＣＡ」が新たに導入されるなど、一定の成果

が見られたところでございます。

次の、宮崎県地域鉄道活性化・利用促進支援

によりまして、日南線と吉都線の利用促進を図

り、沿線地域の活性化に資することを目的とし

て、イベント列車の実施や沿線ガイドの作成な

どに取り組む利用促進協議会や平日臨時運行の

海幸山幸を利用する団体等に対して補助を行っ

たところでございます。

次に、東九州新幹線調査事業費負担金により

まして、期成会が実施主体となった調査事業を

実施したところでございます。

今後とも関係団体等と連携をし、鉄道の利便

性向上等について、国やＪＲ九州に粘り強く働

きかけを行いますとともに、観光列車の運行な

ど、地域鉄道の活性化や利用促進について、地

元市町村等と一体となって取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、「宮崎県物流競争力強化」によりまして、

県内の港や貨物駅への荷寄せを支援することで、

県外の港から県内の港へのシフトあるいはト

ラック輸送から海上・陸・鉄道輸送へのモーダ

ルシフトを促進するなど、物流効率化への取り

組みを進めたところでございます。

なお、合計で1,500万円余の執行残が生じてお

りますが、これは工業製品について取引先の生

産減や取引が成立しなかったことによりまして、
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輸送料が見込みより大幅に減少したことなどに

よるものでございます。

この事業は、事業者の計画が受発注の量や納

品の時期が変更されることによって、実績との

乖離が生じるケースが多いことから、対象事業

者に対しまして定期的に実施状況報告を求める

など、効率的な予算執行に努めることといたし

ております。

次に、23ページをお願いいたします。

長距離フェリー航路でございますけれども、

本県にとりましては大都市圏から一度に多くの

旅客を輸送できる重要な航路でありますことか

ら、長距離フェリー航路活性化緊急対策支援に

よりまして団体客利用促進支援を、その次の「長

距離フェリー航路利用促進支援」によりまして、

神戸就航１周年を契機としたメディアの活用に

よりますＰＲ支援、あるいは神戸での修学旅行

モニターツアーなどを行い、航路の利用促進に

努めたところでございます。

今後とも、引き続き官民が連携して設立をい

たしました長距離フェリー航路利用促進協議会

を通しまして、利用促進を図ってまいりたいと

考えております。

次に、公共交通利用促進基盤整備によりまし

て、フェリーへの乗りおりを行いますエスカレ

ーターなどのバリアフリー化や県内12の鉄道駅

へのＩＣカード「ＳＵＧＯＣＡ」の導入に対し、

支援を行いますとともに、宮崎空港へのＬＣＣ

新規路線の誘致に努めたところでございます。

今後、これらを積極的にアピールをし、さら

なる利用促進を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、「「みやざきの空」航空ネットワーク活

性化・利用促進」でございます。

宮崎空港発着の国内路線、国際路線の維持・

充実を図りますため、航空会社等への要望活動

や利用促進に努めたところであります。

なお、繰越事業分で1,000万円の執行残が生じ

ておりますが、これは航空会社によりますプロ

グラムチャーターの運航実績がなかったことに

よるものでございます。

平成27年度の宮崎空港利用状況につきまして

は、宮崎―香港線や本県初のＬＣＣ宮崎―関西

線の就航などによりまして、前年を上回る約299

万人となったところでございますが、御案内の

ように本年４月に発生をいたしました熊本地震

の影響によりまして、国際線で利用者数が大き

く減少をいたしておりますことから、先般、今

議会におきまして議決をいただきました補正予

算等によりまして、利用促進対策にしっかりと

取り組み、今後とも宮崎空港の航空ネットワー

クの維持・充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はございません。

総合交通課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○奥中山間・地域政策課長 中山間・地域政策

課の決算状況等について御説明いたします。

お手元の平成27年度決算特別委員会資料の４

ページをお願いいたします。

上から５段目の中山間・地域政策課の欄でご

ざいます。

予算額５億5,259万1,000円に対しまして、支

出済額が５億378万5,550円、翌年度繰越額が640

万6,000円、不用額が4,239万9,450円となりまし

て、執行率は91.2％でございます。翌年度への

繰越額を含めますと92.3％であります。

次に、18ページをお開きください。
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当課の決算事項別の明細は、18ページから19

ページとなっております。

このうち目の執行残が100万円以上のもの、執

行率が90％未満のものについて御説明いたしま

す。

19ページをごらんください。

（目）計画調査費の不用額4,224万5,322円で

あります。

この不用額のうち主なものについて御説明い

たします。

表の上から６段目の欄の旅費の407万6,101円

であります。これは、地域資源・絆を活かした

経済循環構築事業におきまして、研修会の外部

講師の招聘回数が見込みを下回ったこと、それ

から、移住・ＵＩＪターン強化事業におきまし

て、移住相談員の県外セミナー等への参加回数

が予定よりも少なかったこと、また、12県合同

開催の移住フェアの規模が縮小されたことによ

る出展参加者の減等による執行残であります。

次に、表の下から６段目の欄の委託料2,182

万517円であります。これは主に国の地方創生交

付金を活用いたしまして、当課と雇用労働政策

課、そして農業経営支援課におきまして、それ

ぞれで実施いたしました移住・ＵＩＪターン強

化事業にかかる委託費の３課の執行残の合計と

なっております。

主に、宮崎ひなた暮らしＵＩＪセンター東京

支部の移住相談及び就職相談のための人員及び

相談スペースを予定よりも縮小したこと、また

移住相談データベースの作成、あるいは就農講

座、就農相談フェアなどの委託業務につきまし

て、見込みよりも低額で契約を締結したことな

どによる執行残であります。

次に、表の下から４段目の欄の負担金・補助

及び交付金の1,110万699円であります。

これは主に、宮崎県市町村間連携支援交付金

交付事業や、移住・ＵＩＪターン強化事業補助

金等の事業主体であります市町村におきまして、

事業費申請額が見込みを下回ったことや、事業

費の確定に伴う減額が生じたことなどによる執

行残であります。

執行率につきましては、平成28年２月補正の

国の地方創生交付金を活用した事業が繰り越し

となったことによる繰越額を含めますと、執行

率は90.8％であります。

続きまして、平成27年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の、主要施策の成果に関する報告書の26

ページをお願いいたします。

くらしづくりの１、安心して生活できる社会

の（５）中山間地域の維持・活性化についてで

あります。

まず、中山間地域振興推進体制整備でありま

す。

この事業は、県内７地域に設置いたしました

中山間地域振興協議会におきまして、地域の実

情や課題等について意見交換を行うもので、平

成27年度は、所得向上に向けた取り組みについ

て協議を行ったところであります。

また、この事業の中で西臼杵３町及び諸塚村、

椎葉村を加えました、いわゆるフォレストピア

圏域をモデル圏域といたしまして、大学、町村、

県等により、この圏域の課題について調査・研

究を実施したところであります。

次に、中山間地域産業支援であります。

この事業は、県産業振興機構内に中山間地域

産業振興センターを設置し、地域資源を活用し

た取り組みに対する相談対応や農産加工グルー

プ等を対象としたセミナー等を開催したところ

であります。
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次に、持続可能な集落活動支援であります。

この事業は県が設置しました集落対策支援員

が集落を訪問し、状況を把握するとともに、住

民主体の元気な集落づくりに取り組む集落を「い

きいき集落」として認定し、各種支援を行った

ものであります。

次に、27ページをごらんください。

外部人材活用による集落活動支援であります。

この事業は、中山間地域でボランティア活動

を行う中山間盛り上げ隊を組織し、市町村や集

落等からの依頼に応じて隊員を派遣するもので、

昨年度は15市町村に合計108回、延べ649名の隊

員を派遣したところであります。

次に、地域資源・絆を活かした経済循環構築

であります。

この事業は、地域における人・もの・金の流

れを把握し、地域外からの外貨獲得と地域内で

の経済循環を高めるため、市町村等を対象とし

た研修会を実施いたしますとともに、小林市及

び西米良村をモデル地域として設定いたしまし

て、産業連関表の作成及び地域経済の構造分析

を行ったものであります。

次に、29ページをごらんください。

（６）連携・協働による魅力ある地域づくり

と戦略的な移住等の促進についてであります。

まず、「地域力磨き上げ応援」及びその改善事

業「明日の地域づくり支援」であります。

これらの事業は、住民と一体となった地域づ

くりを目指す市町村に対し、地域づくりの取り

組みに対する支援とともに、地域再生アドバイ

ザーを短期派遣し、地域が抱える課題の分析や

今後進むべき方向性について、具体的なアドバ

イスを行うものであります。地域力磨き上げ応

援では、小林市ほか４市町に、明日の地域づく

り支援では、日向市ほか５市町村に支援を行っ

ております。

次に、宮崎県市町村間連携支援交付金交付で

あります。

この事業は、人口減少、少子高齢化等に対応

した地域づくりのために、市町村が連携して行

う取り組みに対し交付金を交付し、支援を行う

もので、延岡市ほか13市町村に支援を行ったと

ころであります。

次に、「移住・ＵＩＪターン強化」であります。

この事業は、人口減少対策の１つの柱としま

して、本県への移住等の促進を図るため、宮崎

ひなた暮らしＵＩＪターンセンターを東京と宮

崎に開設し、情報発信及び相談対応の拠点を整

備いたしますとともに、市町村の移住施策に係

る取り組みに対して支援等を行ったところであ

ります。

次に、30ページをごらんください。

地価調査であります。

この事業は、県内の標準的な土地の標準価格

を295地点において判定し、一般の土地取引の指

標として提供を行ったところであります。

次に、32ページをお願いいたします。

産業づくりの２、活発な観光・交流による活

力ある社会の（１）県際を越えた交流・連携の

推進についてであります。

県際連携地域資源活用推進をお願いいたしま

す。

この事業により、霧島ジオパークや祖母・傾

・大崩山系周辺地域でのユネスコエコパーク登

録を目指す取り組みなど、県際地域の市町村が

連携して実施する世界ブランドの活用に向けた

取り組み等を支援したところであります。

主要施策の成果の説明は以上でございます。

最後になりますが、監査における指摘事項に

ついてでございます。
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決算特別委員会資料に戻っていただきまし

て、36ページをお願いいたします。

指摘事項の１つ目の契約事務についてであり

ます。

これは空き家バンクなど、移住者向け住宅の

確保等を推進するため、県宅地建物取引業協会

等に委託しました、移住コーディネーター事業

の業務委託について、契約書の作成がおくれた

ものであります。

再発防止といたしまして、事業執行スケジュ

ールを個人にとどめず、担当内で共有すること

を徹底することとし、内部牽制の強化を図り、

適正かつ速やかな事務執行について、課内全職

員に周知徹底を図ったところであります。

中山間・地域政策課は以上であります。

○重黒木フードビジネス推進課長 フードビジ

ネス推進課でございます。

当課の平成27年度決算について御説明いたし

ます。

お手元の平成27年度決算特別委員会資料の４

ページをお願いいたします。

上から６段目、フードビジネス推進課の欄を

ごらんいただきたいと思います。

予算額８億8,821万1,000円に対しまして、支

出済額７億8,232万4,245円、翌年度への繰越額

が1,500万円、不用額は9,088万6,755円となって

おります。執行率は88.1％で、翌年度への繰越

額を含めますと89.8％となっております。

次に、20ページをごらんください。

当課の決算事項別の明細は、20ページから21

ページに掲載しております。

このうち目の不用額が100万円以上のもの、ま

たは執行率90％未満のものについて御説明いた

します。

21ページをお開きください。

１段目の（目）計画調査費でございますけれ

ども、不用額が9,073万1,010円、執行率が87.1

％となっております。

これは当課の予算で実施しております10のフ

ードビジネスプロジェクト等について、それぞ

れ事業費の精算において執行残が生じたもので

ございます。

主なものを申し上げますと、まず下から２段

目の負担金・補助及び交付金につきましては、

みやざきフードビジネス雇用創出プロジェクト

推進事業におきまして、企業等を対象とした補

助事業について、補助申請後に額を確定する段

階で、各企業において事業内容の変更等が生じ

たもので、そのため補助金に不用額が生じたも

のでございます。

次に、下から４段目の委託料につきましては、

ミラノ万博の出展に伴う業務や企業の販路拡大

に関する業務などの委託経費の執行残でござい

ます。

次に、翌年度繰越額でございますけれど

も、1,500万円を計上しておりますが、これは国

の地方創生加速化交付金を活用して、平成28年

２月補正予算に計上いたしました「みやざき「食

の魅力」再発見・情報発信事業」でありまして、

事業実施の期間が不足することにより、予算を

繰り越しているものでございます。

続きまして、平成27年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の33ページを

お願いいたします。

人づくりの（１）魅力ある教育を支える体制

や環境の整備・充実についてであります。

高等教育整備促進事業でありますが、下の施

策の成果等にありますように、県内11の大学等

で構成されます高等教育コンソーシアム宮崎が
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実施いたします大学の枠を越えた講座を実施す

るコーディネート科目の開設や、インターンシッ

プ事業などの高等教育機関相互の連携事業や、

高等教育機関と地域社会の交流・連携に対する

事業について支援を行ったところであります。

今後とも県内高等教育機関の連携による魅力

ある環境づくりや、高等教育機関の有する知的

資源を活用した地域や産業界の活性化を図って

まいりたいと考えております。

次に、34ページの産業づくりでございます。

（１）の産業間・産学金官連携による新事業

・新産業の展開であります。

まず、「みやざきフードビジネス推進体制構築

事業」でございますけれども、平成25年度から

スタートいたしました、みやざきフードビジネ

ス振興構想を推進するため、基盤となる県内産

学金官による全県的な推進体制や、庁内、各地

域における体制を整備しますとともに、生産者

所得の向上、県内の生産力の向上、高付加価値

化の推進及び食による観光宮崎の推進の３つの

視点から、構造的・長期的な課題に取り組むと

ともに、拡大、挑戦、イノベーションの３つの

プロジェクトに10のテーマを設定いたしまして、

関係する企業や団体など、関係機関と連携して、

プロジェクトの展開に取り組んだところでござ

います。

次の、ミラノ国際博覧会宮崎ＰＲ事業とミラ

ノ国際博覧会出展事業につきましては、万博史

上初めて、食をテーマとしたミラノ国際博覧会

に、本県の安全安心で質の高い食や伝統文化を

紹介するために出展をしたものでございます。

期間中は４日間で１万5,000人を超える訪問者

が訪れまして、出展企業を初めとする県内の食

関連企業の海外輸出に向けた機運醸成等が図ら

れたものと考えております。

次の、みやざきフードビジネス雇用創出プロ

ジェクト推進事業につきましては、厚生労働省

の戦略産業雇用創造プロジェクト事業を活用い

たしまして、フードビジネス相談ステーション

の設置や商品開発等についてのアドバイザー等

の外部専門家の活用、フードビジネスに取り組

む人材の育成など、フードビジネスに取り組む

企業等に対して支援を行ったものでございます。

このような取り組みの結果、県内の各地域、

分野におきまして、フードビジネスに関する活

発な動きが見られるようになってきたものと考

えております。

今後は生産者所得の向上や生産力の向上と高

付加価値化による雇用の創出、さらに食を生か

した観光誘客など、構造的・長期的な課題にも

取り組みながら、本県の強みである農業を初め

とする第１次産業を核とした、裾野の広い食関

連産業の成長産業化を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、35ページの産学官連携促進事業でござ

います。

この事業は、平成23年３月に改定いたしまし

た宮崎県産業科学技術振興指針に基づきまして、

産学官が一体となって、県内産業の活性化を図

るため、宮崎県産学官ネットワーク委員会を開

催し、若者の県内定着に向けた産業人材の育成

等について意見交換を行うとともに、大学等の

研究シーズを取りまとめ、産業界とマッチング

を図っていくための、分かりやすい大学等シー

ズ集の作成に取り組んだものでございます。

最後に、産学官金連携による地域経済循環創

造事業でございます。

これは総務省の地域経済循環創造事業を活用

いたしまして、地域の金融機関や大学、試験研

究機関と連携した、地域資源を活用した先進的
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で持続可能な企業の取り組みに対して支援を

行ったものでございます。

主要施策の成果については以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に御報告すべきことはございません。

フードビジネス推進課は以上でございます。

○二見主査 説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○来住委員 総合政策課の主要施策の成果に関

する報告、11ページですけれど、東日本大震災

復旧の活動の支援で、民間団体による復旧活動

の支援、４団体に対して出されてるんですけれ

ど、団体名はわかるでしょうか。そして、団体

ごとの援助額をお願いします。

○松浦総合政策課長 この東日本大震災活動支

援事業で支援しました団体が４団体ありまして、

１つ目が特定非営利活動法人の「ｉさいと」と

いうところでございます。食を核としたコミュ

ニティづくりを東北でされているということで

ございます。

それから、「一般社団法人みやざき公共・協働

研究会」というところがございまして、これは

東北で支援活動を行っている全国の組織の中で、

宮崎の活動として行っておられるところでござ

いまして、地域のお祭りへの支援でありますと

か、そういったことを大学生の参加を得て活動

しているものでございます。

それから、３つ目が「うみがめのたまご３.11

ネットワーク」というところでございまして、

ここについては県内に避難をして来られた方々

を孤立させない、そういった活動をされている

ところでございます。

※以上の３団体につきましては、それぞれ150

万円ずつ支援をしたところでございます。

それから、４つ目ですが、特定非営利活動法

人の「みんなのくらしターミナル」というとこ

ろでございまして、これは現地において地域コ

ミュニティの再構築の取り組みをされていると

ころでございまして、ここについては148万6,000

円ということになっております。

○来住委員 次に23ページ、総合交通課。これ

は資料提供でもいいんですけれど、「みやざきの

空」航空ネットワーク活性化・利用促進の事業

がございまして、それでこれは決算額で約１

億4,500万ぐらい出されておりまして、韓国の定

期便、それから台湾、香港などなどなんですけ

れど、具体的に１便ごとに出されるとか、いろ

いろあるんだろうと思います。

何でもいいんですけれど、図解みたいな、わ

かるような何かそういうものが欲しいなと。今

言われてメモしてもわかりませんので、この補

助が具体的にどういう形で出されているかが知

りたいんですけれど。

○野口総合交通課長 御指摘の資料につきまし

ては、また準備をさせていただきたいと思って

おります。

概略、ちょっと御説明を申し上げさせていた

だきたいと存じます。

今、委員御指摘の約１億5,000万ございますけ

れども、大きく４つの事業がございまして、１

つが国際線の維持・充実ということで、まさに

ソウル線、台北線、香港線、それぞれの路線に

対する運航に対する経費の一部を補助するもの

が１つございます。これが約１億1,000万ござい

ます。

それから、２つ目として、国際線の利用促進

事業、これはビジネスサポートですとか、いろ

んな各種キャンペーンがもろもろございます。

こういったものがトータルで約2,600万円ほどご

※次ページに訂正発言あり
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ざいます。

それから、国内線の利用促進事業、これが約400

万円、その他事務費等々ございまして、１億4,400

万円の決算額ということになっております。

○二見主査 先ほど来住委員より、資料要求に

ついてありましたけれども、委員の皆様にお諮

りいたしますが、資料は全委員へ提供というこ

とでよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）では、皆さんに提出をお願いいたします。

作成は大丈夫ですか。しばらく時間がかかる

ものでしょうか。分科会が終わってからでも結

構ですけれども。

○野口総合交通課長 きょうじゅうに準備でき

るように努めさせていただきます。

○二見主査 用意でき次第、各委員への配付を

お願いいたします。

○来住委員 もう一つ、29ページ。中山間地域

の問題で、ＵＩＪターンの強化の事業ですが、

決算額が１億1,700万程度、東京と宮崎に相談窓

口が開設されているわけですけれど、１億円と

いう相当の金をつぎ込んでやっていらっしゃる

んですよね。

東京の事務所にも何回か行かせていただきま

したけれど、具体的にその事務所を通じて、現

実に宮崎県にお住みになって、定住されている

人たちが、実際どのくらいいらっしゃるのかは、

非常に興味があるところです。

現に今、僕が知ってる人では、別に東京だと

か宮崎の事務所を通じなくて、都城にお住いに

なっている方々もかなりいらっしゃいます。

この事業を通じて現実に県内にお住みになっ

ている方、または引き続き居住されている方々

がどのくらいいらっしゃるかを、つかんでいれ

ば教えていただきたいと思います。

○奥中山間・地域政策課長 この移住・ＵＩＪ

ターン強化事業でございますが、これは県主体

でございますけれども、市町村に対しても補助

をしておりまして、県と市町村で一体的に取り

組むということで、平成27年度の数字でいきま

すと202件、202世帯ということでございます。

○来住委員 あれは、県の直接の事務所でしょ

う。そこを通じての移住者がわかりますか。

○奥中山間・地域政策課長 宮崎ひなた暮らし

ＵＩＪセンターを通して移住されてきたのは、

今申し上げた202世帯のうち、94世帯となってお

ります。

○来住委員 そうすると約１億1,700万程度なん

ですが、この中から市町村に出されているのは

どのくらいで、東京にある事務所、それから県

の事務所に使った決算は、このうちの幾らでしょ

うか。

○奥中山間・地域政策課長 まず、市町村に対

する受け入れ体制整備のための支援といたしま

して、決算で言いますと、1,412万9,000円でご

ざいます。

それから、ＵＩＪターンセンターの運営等に

かかる経費につきましては、少し時間をいただ

いてよろしいでしょうか。

○二見主査 後ほどまとめて御報告いただける

という形で。

ほかに質疑はありませんでしょうか。

○松浦総合政策課長 先ほど来住委員のほうか

ら御質問ありました東日本大震災の活動支援の

事業の中で、それぞれの団体への支援額なんで

すけれど、１団体だけ148万6,000円でしたとし

た団体が、先ほどは「みんなのくらしターミナ

ル」と言ってましたけれども、「うみがめのたま

ご」のほうがその額でございましたので、訂正

をさせていただきたいと思います。申しわけあ

りませんでした。
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○来住委員 後で数字を出してもらえばいいん

ですけれども、ＵＩＪセンターについて。部長、

僕が思うのは、94世帯って言われましが、費用

対効果の面でどうなのかと。あそこに行くと、

全国の県が事務所を構えて、競い合っていらっ

しゃるんですけれど。それはそれでいいと思う

んですけれど、現実に知ってるだけでも、そう

いうところを通じないで、田舎暮らしとかとい

う本を見て、宮崎県にいらっしゃる方々もいる

わけです。

これほどの予算をつぎ込むんだったら、もっ

とほかの方法はないのかどうか。逆に言えば、

今の予算の半分でもほかの方法でやればもっと

多くの方々に知らしめる方法はないのかどうか

という意味では、よく検討してみる必要がある

んじゃないかと。

あそこに行くと何か勝手にやってまして、そ

れでお互いに何か競争し合っているんですけれ

ど。それはそれでいいと思ってるんですけれど、

もっと改めて見直してみる必要はないのかなと

いうのは、正直感じているんです。部長の所見

を伺っておきたいと思うんですけれど。

○永山総合政策部長 センターについては、昨

年度に設置をしまして、ほかの県と競争をしな

がらやってますが、宮崎の場合には、労働関係

についても情報提供できるような体制を整えて、

より効果的な情報発信をしたいということで、

今、取り組んでいます。

ただ、委員がおっしゃったように、これだけ

で移住がふえるということはないと思っていま

す。ある程度、限界はあると思っていますが、

どうやって宮崎出身者の方々にアプローチをし

ていくのか、大学に進学した人、就職した人、

その人たちにぜひこのセンターで情報をとって

くださいという地道な働きかけをすることで、

このセンターを設置した意味は、より大きくなっ

てくると思っています。

設置して１年ですので、今の時点でここの効

果がどうかということについては、いろんなこ

とを考えてはいますが、まだ結論を出す段階で

はないと思っていますので、発想としてはより

効果的にここを使っていくということ、そのた

めにソフト的に何をするのかということを中心

に考えていきたいと思っています。

○坂口委員 成果報告書の26ページ。まず、中

山間地域振興推進体制整備事業の、モデル圏域

での連携した調査・研究。これについてはどう

いったものが成果品として上がってきたんです

か。

○奥中山間・地域政策課長 この事業は宮崎大

学に委託いたしまして、地域の実情の把握のた

めの現地調査を行いまして、圏域の市町村と意

見交換を行いながら、地域活性化策ですとか、

あるいは大学と地域との連携のあり方について

調査・研究を行いまして、平成27年度につきま

しては、例えば圏域内での仕事、人材の共有の

仕方ですとか、あるいは世界農業遺産の枠組み

を活用した地域、圏内での連携のあり方、あと、

それから地域の課題解決に向けて短期的に取り

組む事業ですとか、あるいは長期的に取り組む

事業ですとか、そういったものを段階的に分け

まして、大学との連携をしていくという手法に

ついて、研究・調査を行ったところでございま

す。

○坂口委員 その結果として、どういう成果が

上がったのかというのと、それが次の今度は具

体的な地域振興にどう事業化されていくのかと

いう、そのつなぎですよね。今、どういうさな

かにあるのか。

○奥中山間・地域政策課長 今回の調査・研究
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を通じまして、県と地域の市町村と、それにま

た大学の知見を取り入れた連携のあり方が、一

定程度の効果が出たと思っております。

これまでは、市町村なり、県なりが地域に入っ

てやっていく、その中にシンクタンク機能とし

ての大学も参加してもらうというやり方、その

中で、例えば学生に地域に入ってもらっていろ

いろ聞いていただいたり、意見交換をしていた

だいたりということをやってまいりました。

今後につきましては、今回のあの事業で得ら

れたノウハウを活用して、例えば大学との引き

続いての連携ですとか、あるいは市町村間の連

携を進めていくために、うちのほうで準備して

おります市町村連携推進交付金等を使って、さ

らに連携した取り組みを進めていこうと考えて

おります。

○坂口委員 もうちょっとこう、わかりづらい

んですけれど。今のは手段ですよね。何らかの

方策を求めるための手段に、今度は大学が入っ

ていただきましたよと、学生も入っていただき

ました。そこで、何らかのものが、こういうこ

とになりましたという成果が、報告書なり何な

りで出てくると思うんです。

だから、今度はそれを具体的に県民みんなで

中山間地域を支えていって、活力を持たせよう

というところへつなぐためのアイデアとして、

どういったことが出てきて、それが翌年度以

降、28年度以降、当然その研究は続けていくこ

とになるでしょうけれど、そこにつなげるため

の成果が、どういったことが報告されているの

か、成果品としてまとめられているのかという

ことです。

○奥中山間・地域政策課長 成果といたしまし

ては、先ほど申し上げましたが、圏域内での仕

事、人材の教育という観点から、例えば外から

の視点で、地域の魅力の再発見と情報発信をし

たらどうか、あるいは地域内の仕事ですとか、

住まいですとか、そういったものをワンストッ

プで調べるような、そういった機能を設置した

らどうか、あるいは生産加工作業の地域での担

い手が少ないという現状におきまして、地域内

で必要な時期に必要な人数を確保して作業を共

有化する、そういったもの。

それからこちらのほうは、ちょっと具体的で

はないかもしれないんですが、世界農業遺産の

圏域と同じ地域でございまして、ちょうどその27

年度のタイミングで世界農業遺産の指定も受け

ましたので、この中で農業遺産を活用して、自

治体を越えて横のつながりをもっと強化してい

こうとか、あるいは移住者のソフト面のサポー

トを含めた人のつながりを強化していこうとか、

そういった提案があったところでございます。

○坂口委員 それは、もともと存在している解

決すべき問題点、課題だと思うんです。

課題はもともと存在していたので、そこにや

はり大学なりいろんなものが入ってきたら、そ

の課題にこう対応していこうって、こういうこ

とで地域が活力を持っていくんですよというと

ころにつながる、そういう成果が出てこなけれ

ば、何も大学が入らなくても、人が足りないと

か産業がないとか、何か生かせないかというこ

とは、もともとわかっていることで、それに対

しての何らかの成果を求めようとしての取り組

みだと思うんです。

この調査・研究をしてどういう成果をまとめ

られて、具体的に地域振興に今後どう生かされ

ていくのかなという、何かそこで見えてきたの

かということです。

課題があるということは、もうもともとわかっ

ていることで。
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○奥中山間・地域政策課長 大学との共同研究

の中での成果でございますが、先ほど申し上げ

ました成果に加えまして、例えば新たな事業の

構築ということで、これは全く新しい視点だっ

たんですが、ウッドスタート─地域の職人が

地域の木材でつくったおもちゃを新生児が生ま

れたときにプレゼントをする、こういったもの

もこの研究の中で生まれてきまして、実際、日

之影町あるいは五ヶ瀬町で実施されるように

なったということもございます。

それから、同じくアーティスト・イン・レジ

デンスという芸術制作をする方を、一定期間、

地域に招聘いたしまして、地域の住民と交流し

ながら作品を制作してもらうという取り組み、

あるいはワーク・イン・レジデンスという空き

家を活用したＩＴ企業の誘致等、こういったこ

とも共同研究の中で一緒に研究してまいりまし

た。例えば高千穂町につきましては、空き家を

改修いたしまして、仕事や会議等を共有してで

きるような、そういうワーキングスペースをつ

くったりとか、あるいは日之影町の鹿川におき

ましてアーティストの方─有名な方ではあり

ませんが、宮崎大学の美術の担当の先生に入っ

てもらって、竹でオブジェをつくってもらう「わ

がまちいきいきプロジェクト」といったものも

成果の中で出てきているところであります。

○坂口委員 とにかく、そういったぐあいに問

題点が見えてきて、解決策もアイデアが出てき

たら、それが次の具体的な事業につながっていっ

ているのかどうかということ、そこのところを

知りたかったんです。

でないと、調査・研究費がおおよそ今度は、28

年度は120万だか何だか、半減ぐらいされている。

何かその事業もひとり歩きができ出すという

見通しを立てられて、あとは具体的な策に入っ

ていかれるのかなと思ったもんですから。どう

いう事業につないだのか、ただ、そこのところ

が知りたかっただけです。

○日高委員 ちょっと確認したいんですけれど、

統計調査課。経済センサス、農林業センサス、

いろいろと統計をとられると、各種行政施策の

計画立案及び実施等に必要な基礎資料と言える

ということなんですけれど。これ、今後、総合

政策として、いろんなビッグデータが集まって

くる中で、より効果的な戦略として、事業とし

て立案していくことになろうかと思うんですけ

れど、どういう形で各課連携してこれを結びつ

けるかですかね。

いろんなデータがいっぱい出てきても、やは

りそこで立案しながら、宮崎のこの地域はこれ

が必要だという事業が、政策とか施策に反映し

ていかなくては、これをやっている意味がない

と思うんですけれど、その辺はどう考えている

んですか。

○丸田統計調査課長 おっしゃるように、昨年

は国勢調査、そして今年度は経済センサスの活

動調査を実施しているところなんですけれども、

実際、調査をしまして、その結果の分析をする

ことがやはり重要だと考えております。

統計調査課として、例えば全国あるいはほか

の類似の都道府県との比較分析を行ったりとか、

これまでの推移を見たりとか、さらにはこれに

派生したほかの統計調査の状況も加味しながら

要因分析を行いまして、総合政策部あるいは関

係する部局への情報提供等にも努めていく必要

があろうかと、そういうふうにしていきたいと

思っております。

○日高委員 当然そこにもっていかないと─

例えば分析のシステムですが、これは例えば都

道府県で先ほど競争という話もあったんですが、
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基本的に能力のある職員がどこにいるかという

こともあるんですよ。やはり職員の人材、アイ

デアですよね。思い込みとか経験だけじゃなく

て、やはり数字としてきちっとあらわれてくる

ものをしっかりと集約して、分析して、やはり

宮崎ならではの事業というものを、しっかりと

これからやっていくということだったんですが。

期待をしておりますのでお願いいたします。

もう一点が、最後ちょっと気になったのが、

課長には再三申しわけないですけれど、この中

山間地域産業振興センターにおける新規商品開

発 支 援及 び 販 路拡 大 支 援件 数 と いう こ と

が、26、27が５件で、30年の目標値も５件なん

ですけれども。実質、最大限に必要なのは、や

はり中山間地域で働ける場所をつくることだと

いうことで、多分、前回の委員会でそういう話

があったと思うんですが。この産業振興センタ

ーで販路拡大件数とかって、このぐらいの数字

でいいと思われているのかなと。なるほどなと

いう説明があればお願いしたいと思います。

○奥中山間・地域政策課長 この目標値につき

ましては、５件ということで上げてありますが、

主にこの中山間地域産業振興センターのコー

ディネーターがマッチングをしていくことが主

な業務でございます。

ですから、産業振興機構に机はありますけれ

ども、各地域を回ってそういったニーズなりシ

ーズなりを見つけて、それをマッチングしてい

く、例えば相談業務ですとか、あるいは販路拡

大であれば相手先を見つけてくるとか、そういっ

た業務が主な業務でございますので。ここがマッ

チングした成果として、５件という数が多いか

少ないかはちょっとわかりませんが、我々とし

てはそういったマッチングで新商品の開発なり、

販路開拓につなげていく、そういった成果とし

ては、最低５件は上げていこうということでご

ざいまして。実際その中山間地域の中でそういっ

た新商品を開発されていくものは、別な産業振

興支援センターですとか、そういったところで

もやっておりますので、コーディネーターの実

績としては、最低５件ずつをクリアしていこう

ということで目標設定をしております。

○日高委員 ということは、基本的にこれ以外

にまた違う産業振興センターがあるということ

ですね。中山間地域産業振興センター以外に、

まだこういった部類のことがいっぱいあると。

この中山間地域産業振興センターは、言ってみ

ればコーディネーターがいて、５件ぐらいのマッ

チングができればいいということであると、今

説明があったんですけれど。多分このマッチン

グは重要だと思うんです。中山間地域のつくっ

た新しい商品を、どれだけ地産地消運動とかっ

ていうの、これ逆に言えば地産外商運動をしっ

かりして、外に向けて発信していかないといけ

ないわけですから、やはり都市部の人間が中山

間地域とどうマッチングしていくかというのは、

この中山間地域の職をつくるのは大変大事なこ

とだと思うので、この５件は、もっと努力して

目標を上げてもいいのかなと思うんですけれど。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） この

中山間地域産業振興センター、今、課長からの

答えにありましたように、産業振興機構の中に

席を置いているコーディネーターが県内各地を

回っております。

実際の商品開発のお話を先にさせていただけ

れば、今、産業振興の分野でと申し上げました

けれども、当部の中でも、フードビジネスの中

でフードビジネス相談ステーションというのが

ございまして、こちらでもその商品開発等の相

談を受けて、開発指導等を行っています。
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そういうふうに商工分野での商品開発、マッ

チング等も行われている中で、この中山間地域

産業振興センターがどういう形で仕事をしてい

るかと申しますと、地域のこういう資源があり

ますというようなシーズなり、相談を聞きつけ

て行って、それが商品になるかどうかというの

を、その地域の人たちと十分話をしながら、見

込みがあるかどうかを見定める。その上で産業

振興機構のネットワーク等を生かして、本当に

商品開発できるものなのかどうか、そして販路

があるのかどうか等の瀬踏みをするということ

でございまして、１件につきまして地域に何度

も訪れて、しかも企業さんとも話をするという

ことで。１つの商品開発に結構長くかかってい

る、ほかの産業分野のほうがほぼ形ができ上がっ

たものを持ってきて、売れるかどうかを判断す

るのに比べると、こちらはどちらかというと、

地域のシーズに重点を置いて商品に仕立て上げ

るまで考えていますので、結構時間がかかると

いう状態です。

１つの商品で、最後のマッチングまでに半年

以上かかるようなものがございまして、そうい

う意味で言うと年間に五、六件、幾つかかけ持

ちをしながらやってますけれども、五、六件と

いうところが、１人のコーディネーターの力で

は精いっぱいなのかなというふうに見ておりま

す。

ただ、地域のシーズそのものは、相談件数、

非常に多うございますので、できるだけ効率的

に回るように指導してまいりたいと考えており

ます。

○日高委員 わかりやすく説明、ありがとうご

ざいます。

例えば、この５件は、例としてどういうもの

がマッチングが行われたのか。

○奥中山間・地域政策課長 平成27年度の主な

具体的な内容で申し上げますと、綾町とＪＡと、

それから酒造会社が連携いたしました焼酎の開

発ですとか、あるいは中山間地域のＮＰＯ法人

が放置竹林を活用して、大阪の竹製品の業者と

竹の活用に関する商売をマッチングさせた事例。

あるいは肉厚のシイタケを求めている飲食業者

に対して、中山間地域のシイタケを紹介すると

いった事例ですとか。あるいはミツバチの巣の

蜜ろうを用いた商品の改良ですとか、再商品化

について支援を行ったりとかという、平成27年

度で言いますとそういった事業がございます。

○日高委員 多分、言ってみれば、やはりいろ

いろ熟考された商品ですよね─思いつきで出

したものでなくて。これについては、成果と言

えば、まだあんまり聞かないですよね。

しかし、これからまた日本のひなたじゃない

ですけれど、じわじわと成果が上がってくるも

のだろうとは考えております。

これが成果が上がってきて、最初にこういっ

たものを発信していく。県内だけじゃなくてや

はり県外だと思うんです。ちょっと話がそれて

申しわけないですけれど、やはりここをしてい

かないといけないのと。コーディネーターをど

ういった方がやっているかわからないんですけ

れど、やはりこういった商品が中山間地域を支

えていく産業になるから、もうちょっと２人体

制にしていくとか、事業拡大ができればなと要

望していきたいと思います。

○永山総合政策部長 中山間地域で所得を確保

するためには、こういう商品開発と販路開拓が

極めて大事だと思っています。

先ほど井手次長のほうから話をしましたけれ

ども、フードビジネス相談ステーションがあり、

県の食品開発センターの相談窓口があり、産業
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振興機構には総合相談窓口、それから、よろず

支援拠点、さまざまな専門家がそこに配置をさ

れています。

したがって、この事業では、先ほど井手次長

も言いましたが、地域に入って深掘りをすると

ころがメーンで、そこでいいものが出てくれば、

今言ったようないろんな機能を使って販路の開

拓であったり、商品のブラッシュアップをやっ

ていくということで。ここは商工、あるいは産

業振興機構とうまく連動しながらやることで、

より効率的にできるのではないかなと。ただ、

深掘りする上で人数が足りるか足りないかとい

う議論については、委員御指摘を踏まえながら、

いろんなことを考える必要はあると思いますが、

外の力をいかに使うかということも大事なんだ

ろうなとは思っています。

○日高委員 接着剤だと思うんですよね。例え

ばそういう開発する人がおって、中山間地域の

資源があって、そこを接着剤みたいな感じでつ

なげる、いわゆる中山間地域に入っていく人材

だと思うんですね、ここはほかの産業振興セン

ターと違って。

やはりこの辺が大事なところ、マッチングに

つながる大事なところかなと思いましたので、

よろしくお願いします。

○奥中山間・地域政策課長 済みません。先ほ

ど回答漏れになっていたところを説明させてい

ただきます。

宮崎ひなた暮らしＵＩＪセンターの運営に要

し た 経費 は 、 移住 相 談 、就 職 相 談合 わ せ

て32,436,000円となっております。

○坂口委員 日高委員に関連して、まずフード

ビジネスの成果表の35ページ。産学官金連携で

のこの２つの事業、これ、前、説明いただいた

と思うんですけれど、もう一回具体的に何と何

だったか、今どういう状況にあるのかをちょっ

と説明していただいて。

○重黒木フードビジネス推進課長 報告書の35

ページの表に掲げております２つの事業でござ

いますけれども、まず上のほうの産学官連携促

進事業でございますけれども、これにつきまし

ては、実績の欄に書いてますけれども、産学官

が連携して取り組むべきものを毎年いろいろ考

えておりまして、１つはその下の成果のところ

の⑥に書いてますけれども、宮崎県産学官ネッ

トワーク委員会というのを開催しておりまして、

ここで産学官が取り組んでいくべき産業界の課

題を議論していただいています。

ちなみに、昨年度は、若者が県内に定着する

ために、産学官が連携してどういう取り組みが

できるのかをテーマにして、大学の先生方です

とか、商工団体の方々に集まって議論をしてい

ただきました。

それと、もう一つの事業は、「分かりやすい大

学等シーズ集」をつくっておりまして、これは、

これまで大学の研究成果を、研究内容を取りま

とめた冊子等はあったんですけれども、それが

どうしてもやはり専門的過ぎで、県内の企業の

皆さん方に、ちょっとわかりにくいというのも

ございましたので、わかりやすく、どこどこ大

学の誰々先生がこういう研究をしてまして、こ

れはこういった分野で使えますよとか、あるい

はこういった御相談なら企業の皆さんの相談に

応じられますよとか、そういったものを記載し

たシーズ集をつくっております。

もう一つの事業でございますけれども、その

下の産学官金連携による地域経済循環創造事業

でございますけれども、これは総務省の補助金

を活用しまして、県内の民間企業が、金融機関

の支援を受けて取り組む事業に対して補助して



- 46 -

平成28年９月29日(木)

いるものでございます。

27年度は、東郷町にエコロという会社がござ

いまして、地区で出てくる牛ふんとか豚ふんを

活用した肥料をつくる会社なんですけれども、

その会社が新しい取り組みということで、必要

な、例えば堆肥のヤードですとか、あるいは堆

肥を運搬する車両、こういったものを購入する

費用を1,700万円ほど支援しております。

それと、残りの5,000万円が、延岡市の「ひで

じビール」でございますけれども、ひでじビー

ルが新しく県内産の麦芽を100％使ったビールを

開発すると、これに伴いましてタンクの増設が

必要ということでございましたので、新しいタ

ンクの増設に要する費用を5,000万円ほど補助し

ているといった事業でございます。

○坂口委員 今の２つの具体的な事業ですけれ

ど、国費10分の10ということで、極力、条件ク

リアを目指して事業を起こしていくことは、基

本的にはそういう方向でいいのかなと思うんで

すけれど、もともと、新たに地域資源の活路を

見出すというようなものかなと思ったけど、事

業を拡大する域を余り出てないのかなと、ちょっ

と画期的、先進的と言えるのかなという疑問も

あるんです。

具体的にここでちょっと尋ねたいのは、今、

日高委員の中山間の説明にあったように、例え

ば肉厚のシイタケとか蜂蜜の「ろう」とか。肉

厚のシイタケにしても、実際、販路が開けていっ

て消費が伸び出した、需要がふえてきたってな

ると、これ、むしろ売れるのをつくる方が大変

なんです。ジャンボシイタケですから、発芽し

たときに風に当たらないようにしっかりガード

してあげて、それで普及しなかったんですね。

煩わしさの割には実入りがないということで。

そこらになると、これ、環境森林部になるの

か、農政水産部になるのかわからないけれど、

特用林産あたりと連携していって、栽培技術と

いうものをセットでやらないと─品物をくだ

さい、いや、もうやめましたよ、煩わしくてと

いうようなことになりかねないし。蜜ろうにし

ても巣をまず壊さないととれないわけで、そう

なると、かなりなミツバチ、養蜂が規模拡大し

ていかないとということで。何らかのものに、

どんなにしてでもそこにしがみつきたいと、

ちょっとでも活路を見出す、またそうしなきゃ

いかんという事情があるのはわかるんですけれ

ども、それを今度は本格的にやっていこうとなっ

たときは、かなり大がかりにやっていかないと

いけないということがありますよね。

竹林にしても、これはむしろ竹を金にかえよ

うという以前に、山を守るためには、もうこれ

山自体が竹林に侵されてしまって、だからこれ

も環境あたりともうちょっと大々的に、たった

１人のコーディネーターじゃ限界があるってい

う説明だったんですけれども、もうちょっとや

はり大がかりでやって。この事業は絶対成功さ

せなきゃいかん事業ではあると思うんです。

先ほどの総務省の国費100％の事業にしても、

やはりもうちょっと地域資源の新たな商品開発

ができないものかと。規模拡大の域を余り出な

い、新規じゃないなという気もするものですか

ら。麦芽をたくさん消費しますよという程度の

地域資源の活用にはつながるんでしょうけれど。

やはり先ほど日高委員言われましたように、コ

ーディネーター１人では限界がある。アイデア

の範囲も狭くなってくると思うんです。今のも

のをどうやって売ろうかということで、品物は

あるけれども売れない、何とかしてくれってい

うところへの対応しかできないから。これはぜ

ひ検討いただいて、本格的に各部局が連携を図
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りながらされることが必要じゃないかなという

気がするんです。

そこらに対しての今後の展開というものを、

部として持っておられるのかどうかを総合政策

部長に。

○永山総合政策部長 中山間地域振興対策は総

合政策ですので、我々、本部を所管をしていま

すけれども、各部局としっかり連携して本部を

形成してやっています。

こういう商品の開発についても、もちろんこ

のコーディネーターの役割は大事ですが、私は

やはり普及センター、ここが相当程度、地域ま

で入っていただいていますので、あるいは生産

の状況についても熟知しているという状況です

から、あるいは振興局あたりとしっかり連動し

てやっていくということが必要だろうなと思っ

ています。

先ほど申し上げたように、アドバイザーが１

人でいいかどうかというのは、またちょっと別

の議論として、しっかり県の機関、市町村と連

動して、効果的なものをつくっていく。そして

売り方については機構とか、物産振興センター

とか、そのあたりをうまく活用しながら進めて

いく必要があるだろうなと思っています。

全体をまとめていくという意味では、総合政

策部としてしっかり取り組んでいきたいと思い

ます。

○坂口委員 ですね、多分そういう形になって

ると思うんですけれど、ここでの事業というの

は、あくまでもシードで、ここで採択されたも

のは翌年度、各部局に予算措置がされるような

形での全庁的な取り組みというのも。当然、28

年度予算につながっているんでしょうけれど、

そこを改めて期待しておきます。

○満行委員 みやざきフードビジネス雇用創出

プロジェクト推進、６億の大きな事業なんです

けれど、詳しくこの事業内容を教えていただき

たいと思います。

○重黒木フードビジネス推進課長 この冊子

の34ページの表の一番下の事業でございますけ

れども、これは厚生労働省の補助事業を活用し

てやっております事業でございます。

大きく言いますと、基本的には各企業が新し

く商品開発ですとか、販路の拡大に取り組むと

いうときに、その企業の取り組みに対して補助

するというものが１つございます。

これは、補助金でやっておりまして、こういっ

た事業を活用しまして、現在、フードビジネス

で宮崎の食肉とか、産地加工の推進とかやって

おりますけれども、そういったものに取り組む

企業に対して補助をしているということでござ

います。１企業、大体、平均的に五、六百万円

ほど補助しておりまして、昨年度で言いますと、

ここに書いています72社、補助をしているとこ

ろでございます。

それと、もう一つ大きいところで言いますと、

委託事業をやっておりまして、その中の一番大

きいのが、この表の右の一番上にありますフー

ドビジネス相談ステーションでございます。

先ほどもちょっとお話がございましたけれど

も、ここでやっておりますコーディネーターの

設置等に要する経費として、これが大体5,400万

円ほど委託をしておりまして、そういったもの

で各種企業の支援を行っていると、あるいはそ

のほかに各部各課がやりますいろんな事業に対

してアドバイザーと外部専門家を活用する事例

がたくさんございます。

例えば、企業がやります衛生管理の指導とか、

そういった外部専門家を活用しないとできない

ような事業、これをこのアドバイザーを活用し
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てやっておりますというのが１つでございます。

あと、一番下にありますフードビジネスアカ

デミーというのがございまして、これはフード

ビジネスに取り組む方々の人材育成をするとい

うことで、例えば販路拡大に取り組むような方

々、企業の方々を呼んできて、いろんなプレゼ

ンテーションの研修事業をやったりとか、ある

いは商品のデザインを学習するための研修事業

をやったりとか、そういった講座を13講座ほど

昨年度は展開いたしまして、これに書いてあり

ますように1,300人余の受講者数が出ているとい

うことでございます。

○満行委員 フードビジネス相談ステーション

と、フードビジネスアカデミーの運営はどうなっ

ているんでしょうか。

○重黒木フードビジネス推進課長 フードビジ

ネス相談ステーションにつきましては、産業振

興機構に委託しておりまして、こちらのほうで

コーディネーター等を雇用して取り組んでおり

ます。場所的には、宮崎駅の横のＫＩＴＥＮビ

ルの中に、恒常的な相談スペースを構えてやっ

ております。

それと、フードビジネスアカデミーにつきま

しては、人材育成会社の１つであります富士通

株式会社に委託をしておりまして、こちらのほ

うで在京の講師を呼んできまして、そこでさま

ざまな講座をやっているということでございま

す。

○満行委員 産業振興機構ですよね、これ、国10

分の８なんですけれど、この６億1,000万のうち

の国費はいくらなんでしょうか。

○重黒木フードビジネス推進課長 済みません、

ちょっとお時間をいただきたいと思います。

○満行委員 あと、今の雇用創出プロジェクト

推進、これは単年度事業ですか。よくわからな

いので、それも教えてほしいと思います。

○重黒木フードビジネス推進課長 こちらの事

業は厚生労働省から採択を受けてやっておりま

す事業で、３年間の事業ということでございま

した。25年度に採択を受けまして、25、26、27

と３カ年で取り組んでまいりました。

今年度から、また改めて再採択みたいな形を

受けておりまして、28年度からまたさらに３年

間取り組むということになっております。

○満行委員 ということは、ここに４つ出てま

すけれども、引き続きこの枠組みの雇用創出プ

ロジェクトが続くということですか。

○重黒木フードビジネス推進課長 今年度から

引き続き取り組むんですけれども、１つ大きく

変わった点がございまして、昨年度まではフー

ドビジネスだけが対象だったんですけれども、

今年度からはフードビジネスに加えまして、例

えば自動車等の輸出関連産業ですとか、あるい

は木材関連産業ですとか、そういった新しい成

長産業も加えまして、４分野の事業を対象にし

てプロジェクトを展開するということでござい

ます。

また、先ほど満行委員から御質問にありまし

た、みやざきフードビジネス雇用創出プロジェ

クト推進費の中の国費の額でございますけれど

も、決算額で※５億7,792万3,000円でございます。

○二見主査 よろしいでしょうか。

それでは、以上をもって第１班の審査を終了い

たします。

ここで休憩いたしまして、第２班の再開を１

時10分としますのでよろしくお願いします。

暫時休憩します。

午前11時53分休憩

※59ページに訂正発言あり
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午後１時８分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

これより生活・協働・男女参画課、文化文教

課、人権同和対策課、情報政策課の審査を行い

ます。

平成27年度決算についての各課の説明を求め

ます。

○弓削生活・協働・男女参画課長 生活・協働

・男女参画課の決算状況について御説明いたし

ます。

お手元の平成27年度決算特別委員会資料の４

ページをお開きください。

中ほどの生活・協働・男女参画課のところで

すが、予算額４億4,689万5,000円、支出済額は

４億1,602万9,080円、翌年度繰越額が1,632万、

不用額は1,454万5,920円、執行率は93.1％で、

翌年度繰越額を含めますと96.7％であります。

次に、22ページをお開きください。

それでは、目の不用額が100万円以上のもの、

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

（目）企画総務費で不用額が155万8,195円で

あります。この不用額のうち主なものは、中ほ

どより少し下の需用費98万4,935円であります

が、これは啓発資料等の入札による執行残であ

ります。

次に、23ページをお開きください。

（目）計画調査費で、不用額が195万2,942円

であります。この不用額のうち主なものは、中

ほどより少し下の委託料99万6,000円であります

が、ＮＰＯ法人等の協働を促進するための事業

公募を行ったところ、当初の計画より応募者が

下回ったことによる執行残であります。

次に、25ページをお開きください。

（目）県民生活費で、不用額が801万3,716円

であります。この不用額の主なものは、中ほど

より少し下の委託料213万4,757円でありますが、

これは中高生の消費者被害を防止するための、

保護者や教員向けの啓発事業の入札による執行

残であります。

次の26ページをごらんください。

（目）児童福祉総務費で、不用額が239万2,067

円で執行率は71.3％であります。この不用額の

うち主なものは、下から２番目の委託料102

万5,272円でありますが、これは女性の活躍に関

するアンケート調査の入札による執行残であり

ます。

執行率につきましては、平成28年２月補正の

国の地方創生交付金を活用した事業が繰り越し

となったことによるものでありまして、繰越額

を含めますと執行率は96.3％であります。

決算事項の説明は以上であります。

続きまして、平成27年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、37

ページをごらんください。

人づくり、３の（１）男女共同参画社会の推

進についてであります。

主な事業の２つ目、男女共同参画推進地域リ

ーダー養成として、地域リーダーになっていた

だく方や市町村職員を対象に研修会等を開催し、

地域における男女共同参画づくりを推進したと

ころであります。

次に、女性の活躍応援として、国の交付金を

活用し、女性が多様な働き方を実現できる環境

づくりを目指す、みやざき女性の活躍推進会議

を設立し、講演会や研修会を実施するとともに、

再就職や起業等にチャレンジする女性への相談

事業等に取り組みました。

38ページをお開きください。
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男女共同参画センター管理運営委託として、

推進拠点であります当該センターにおいて、県

民への情報提供や啓発・相談・交流事業を実施

いたしました。

40ページをお開きください。

（２）のＮＰＯや企業、ボランティア等多様

な主体による社会貢献活動の促進についてであ

ります。

主な事業の２つ目、協働による未来みやざき

創造として、県との協働事業の提案を公募し、

ＮＰＯ等多様な主体との協働を推進しました。

また、３つ目の、協働による明日のみやざき

づくり推進として、ＮＰＯの財政基盤強化施策

の検討やＮＰＯ企画力等向上研修などに取り組

みました。

42ページをお開きください。

くらしづくり、１、（１）安心で快適な生活環

境の確保についてであります。

主な事業名の２つ目、消費生活啓発員設置と

して、消費者被害の未然防止に取り組むととも

に、その下の、消費生活相談員等設置として、

多様な相談者への適切な助言やあっせんに取り

組みました。

43ページをごらんください。

消費生活相談窓口充実・強化として、国の交

付金を活用し、消費生活相談員の人材を養成す

るための研修や、県内各地域における共同窓口

設置に向けた市町村意見交換会を開催いたしま

した。

次の、消費者行政活性化として、国の交付金

を活用し、マスメディア等による広報・啓発や

市町村が行う相談・啓発事業への支援を行いま

した。

44ページをお開きください。

２の（１）安全で安心なまちづくりについて

であります。

主な事業名にあります「犯罪のない安全で安

心なまちづくり促進」として、学校等へのアド

バイザー派遣や県民のつどいの開催等により、

県民の意識啓発等に取り組みました。

45ページをごらんください。

（２）の交通安全対策の推進についてであり

ます。

主な事業名であります「交通安全対策啓発」

として、各季節ごとの交通安全運動期間を重点

に、マスメディア等を活用した効果的な広報・

啓発に取り組みました。

最後になりますが、監査における指摘事項に

ついてでございます。

平成27年度決算特別委員会資料に戻っていた

だきまして、36ページをごらんください。

宮崎県消費生活相談員養成研修事業の業務委

託について、契約の締結を行っていなかったも

のがありました。再発防止策として、適切な事

業執行スケジュールを担当内で共有し、速やか

な事務処理を行うよう職員に周知徹底を図った

ところであります。

生活・協働・男女参画課の説明は以上であり

ます。

○神菊文化文教課長 続きまして、文化文教課

の歳出決算状況等について御説明いたします。

恐れ入りますが、決算特別委員会資料の４ペ

ージにお戻りくださるようお願いいたします。

上から８段目、文化文教課の欄であります。

予算額64億1,674万9,000円に対しまして、支

出済額は63億9,756万6,560円であり、この結果、

不用額は右の1,918万2,440円、執行率は99.7％

でありました。

続きまして、同じ資料の28ページをお開きく

ださい。
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当課の決算事項別明細は30ページまでとなっ

ておりますが、このうち目の不用額が100万円以

上のものについて御説明いたします。

ページ下段の（目）企画総務費につきまして

は、不用額が270万4,327円となっておりますが、

このうち主なものとしましては、ページをめくっ

ていただいて上から６段目、工事請負費の不用

額185万7,920円であります。これは、県が実施

した県立芸術劇場大規模改修事業による空調設

備の改修工事にかかる入札残によるものであり

ます。

続きまして、次のページの（目）事務局費を

ごらんください。

不用額が1,553万2,096円となっておりますが、

このうち主なものとしましては、下から３段目、

負担金・補助及び交付金の不用額1,436万2,187

円であります。このうち1,304万4,000円につき

ましては、私立高等学校等就学支援金の不用額

であります。

本支援金は、保護者の授業料負担の軽減を図

るため、保護者世帯の収入状況に応じて支援金

を交付するものでありますが、生徒の転入・転

出や退学、収入状況による交付額の変更等によ

る見込みが予定を下回ったことによるものであ

ります。

決算事項の説明は以上であります。

次に、平成27年度の主要施策の成果について

御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の46ページを

ごらんください。

未来を担う人材が育つ社会の、魅力ある教育

を支える体制や環境の整備・充実であります。

下の表の主な事業及び実績でございますが、

まず、私立学校振興費補助は、私立学校の教育

の振興と経営の安定化、保護者の経済的負担の

軽減を図るため、私立高・中・小学校の計24校

に対して、人件費等の経常的経費の一部を補助

したものであります。

次に、私立高等学校等就学支援金は、先ほど

の説明と重複いたしますが、保護者の授業料負

担の軽減を図るため、生徒・保護者世帯の収入

状況に応じて支援金を交付したものであります。

その下の、奨学のための給付金は、授業料以

外の教育費に充てるため、生活保護及び市町村

税所得割が非課税の世帯に対して、世帯状況等

に応じて給付金を交付したものでございます。

これらの事業により、保護者の経済的負担の

軽減や学校教育環境の充実、教職員の資質向上、

教育活動の充実等を図ったところでありますが、

今後も引き続きこれらに取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、48ページをごらんください。

生涯を通じて学び、文化・スポーツに親しむ

社会の、文化の振興であります。

下の表の主な事業及び実績でありますが、宮

崎国際音楽祭につきましては、第20回を迎えた

ことから、記念事業として、記載しております

国際音楽祭に加えまして、ページ一番下の新規

事業「宮崎国際音楽祭第20回記念」としてガラ

コンサートや特別演奏会の開催、子供のための

音楽祭を延岡市、都城市で追加して行うなどに

より、来場者数は過去最高の１万7,212人であり

ました。

また、あわせて、第21回の音楽祭の準備を行っ

たところであります。

次に、その下の県立芸術劇場管理運営につき

ましては、同劇場の維持・管理やホール及び練

習室の貸館事業を行ったところであり、年間利

用者は22万5,517人でありました。

次に、上から２段目の、県立芸術劇場大規模
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改修につきましては、施設の老朽化に伴い、安

全面や緊急性、修繕内容等を検討し、計画的に

実施しているところであり、平成27年度は舞台

機構修繕や空調設備の改修等を行ったものであ

ります。

続きまして、49ページをお開きください。

上から５段目の新規事業「エンジン01文化戦

略会議開催支援」につきましては、延岡市で開

催されたエンジン01文化戦略会議オープンカ

レッジの経費について、一部負担を行ったもの

であります。

今後も、引き続き文化の鑑賞機会や創作発表

の機会の充実を図るとともに、文化活動を支え

る環境の整備等を進めることにより、多くの県

民が文化に親しみ、豊かさを実感できる社会づ

くりを推進してまいりたいと考えております。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

説明は以上でございます。

○工藤人権同和対策課長 人権同和対策課の決

算状況等について御説明いたします。

お手元の平成27年度決算特別委員会資料の４

ページをお開きください。

上から９段目が人権同和対策課の欄でござい

ます。

予算額１億3,813万1,000円に対しまして、支

出済額は１億3,762万2,977円で、不用額は50

万8,023円、執行率は99.6％となっております。

次に、32ページをお開きください。

当課の決算事項別の明細であります。

目の不用額が100万円以上のもの、または執行

率が90％未満のものはございません。

続きまして、平成27年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の51

ページをお開きください。

３、多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重

される社会の（３）人権意識の高揚と差別意識

の解消についてであります。

まず、改善事業「一人ひとりが尊重されるみ

やざきづくり人権啓発推進事業」でございます

が、人権啓発強調月間及び人権週間におけるテ

レビ・ラジオＣＭの放送や新聞広告などの集中

啓発、子供を対象とした夏休みふれあい映画祭

や人権作品の募集などを行ったところでありま

す。

また、人権に関する詩の朗読やお話、音楽な

どを内容とした「じんけんハートフルフェス

タ2015」を宮崎市のメディキット県民文化セン

ターで開催し、約600人の方に参加いただきまし

た。

そのほか、若者、ＮＰＯ、企業に企画段階か

ら参加いただいて、人権啓発ＣＭを制作したり、

青島太平洋マラソンでの啓発グッズなどの配布、

じんけんサッカー教室の開催など、さまざまな

啓発事業を実施したところであります。

52ページをお開きください。

宮崎県人権啓発センターを拠点として、各種

の研修会の開催、講師の派遣、研修用ＤＶＤの

貸し出し等を行い、啓発研修の推進に努めたと

ころであります。

これらの事業により、人権尊重の機運の醸成

を図りますとともに、職場や地域などあらゆる

場で人権研修の取り組みや人権教育・啓発が促

進されるよう努めたところであります。

今後とも、一層の工夫を凝らしながら、人権

意識の高揚を図ってまいりたいと考えておりま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。
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人権同和対策課は以上でございます。

○蕪情報政策課長 情報政策課の決算の状況に

ついて説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の４ページをお

開きください。

一番下から４段目、情報政策課のところでご

ざいますが、予算額14億334万1,000円に対しま

して、支出済額10億7,511万8,872円、翌年度繰

越額が２億6,731万2,000円で、不用額が6,091

万128円となりまして、執行率は76.6％となり、

翌年度への繰越額を含めますと95.7％となりま

す。

次に、目の執行残が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものについて説明いたします。

34ページをお開きください。

（目）の企画総務費の不用額1,275万8,443円

でありますが、この不用額の主なものは、まず

下から６段目の需用費258万1,385円であります

が、これは年度末の異動等に伴う各所属の県庁

ＬＡＮの設備の移設が、想定よりも少なかった

ことによる執行残であります。

続きまして、下から４段目の委託料283万6,233

円と、下から２段目の工事請負費334万4,000円

でありますが、これは県庁内のネットワーク、

県庁ＬＡＮ設備改良工事とか委託での執行残に

よるものでございます。

また、一番下の負担金・補助及び交付金160

万5,239円でありますが、これは公的個人認証サ

ービスの運営に係る負担金が確定したことによ

る執行残であります。

次に、35ページをお開きください。

（目）計画調査費でありますが、不用額が4,815

万1,685円であります。この主なものは、まず下

から３段目の委託料500万993円でありますが、

これは宮崎情報ハイウエイ21にかかる災害等の

復旧のための費用が不用となったことによるも

のでございます。

また、下から２段目の負担金・補助及び交付

金4,251万3,000円でありますが、これは、携帯

電話等エリア整備事業における国庫補助金の額

の確定による執行残であります。

続きまして、主要施策の成果について説明い

たします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、54

ページをお開きください。

１、安心して生活できる社会の（４）情報通

信基盤の充実及び利活用の促進についてであり

ます。

まず、社会保障・税番号制度システム整備に

ついてですが、これは社会保障・税番号制度、

いわゆるマイナンバー制度におきまして、国や

他の自治体と情報連携をするために必要となる

電算システムを構築したところであります。

また、携帯電話等エリア整備でありますが、

これは携帯電話等のサービスが提供されていな

い地域において、サービスを提供するための施

設を整備する市町村に対して、国と県が補助を

行うものであります。

平成27年度は、西都市の尾八重地区、岩井谷

地区の２地区において事業を実施しまして、こ

こは「ひむか神話街道」の沿線になっています

ので、道路利用者の利便性の向上も加えて、当

該地区の45世帯のサービス未提供地域の解消が

図られたところでございます。

以上が主要施策の成果についてであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

情報政策課の説明は以上であります。

○二見主査 説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。
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○来住委員 42ページの生活・協働・男女参画

課で、消費生活の相談のところですけれど。県

の消費生活センターが宮崎、都城、延岡にある

と思うんですが、各市町村も窓口を持っている

と思いますが、全ての市町村があるかどうかは

わかりませんけれど。つまり、県としては宮崎、

都城、延岡と、そうするとあとのところは、相

談に行くにも非常に遠い。そういうところはど

うやってカバーされるのかなと、それは市町村

でお願いされているのかどうか、そこを教えて

いただきたいと思います。

○弓削生活・協働・男女参画課長 市町村の消

費生活センターということでございますけれど

も、それにつきましては、県の先ほど支所を含

めた３カ所のほか４市ございます。宮崎市と都

城市と延岡市と日向市ということで、こちらに

住まわれている方は市にも相談をされますし、

県にも相談をされるのかなと思っております。

市町村の窓口というところで言いますと、窓

口としては機能は持っているんですけれども、

実際的にはなかなか専門的な知識がないという

ことで、どちらか近いところの消費生活センタ

ーに、市なり、県なりということで相談をされ

ている状況ではございます。

ということで、件数的にも市町村の件数もか

なりございますし、県もございます。合わせて

１万2,000件程度ございまして、相談をされる方

がどちらかを選ばれている、ちょっと遠い方も

そういうことで相談をされていると思っており

ます。

○来住委員 例えば、西臼杵だとか、延岡まで

非常に遠いですよね。そういうところは町の役

場に行って御相談されると、そこには直接対応

する相談員の方は多分いらっしゃらない─い

らっしゃるところもあるでしょうけれど、現実

には、例えば、延岡のほうを御紹介して、相談

者が延岡のほうまで行くとか、そういう形にな

るんでしょうか。

○弓削生活・協働・男女参画課長 まずは、電

話相談をされるということだと思います。

電話のほうが割合的にも多うございまして、

まずは電話相談で何度かやりとりをいたしまし

て、どうしてもということであれば、面談とい

うことでやっていただきますし、また難しい問

題、法律問題とかであれば、センターからまた

弁護士なりを呼んだり、そういう専門家を同席

させるなり、間に入れるなりして、解決してい

くということでございます。

○来住委員 もう一つ、文化文教のほうで。県

立芸術劇場の大規模改修に関してですけれど、

県立芸術劇場そのものの最初のオープンはいつ

だったのかなと。老朽化ってなってるものです

から、実際に、今、何年たってらっしゃるのか。

○神菊文化文教課長 オープンしましたのが、

平成５年の11月でございますので、約23年経過

したところでございます。

○来住委員 大規模改修を27年度もされて、そ

れから28年度も予算ついているんですけれど、

これは具体的には年度を何年かに切ってされて

いるのか、ちょっと教えていただきたい。

○神菊文化文教課長 大規模改修事業につきま

しては、平成18年度に中長期の見込みを立てま

して、平成19年から31年の間で18.5億ほどを、

安全面を最重要視しながら計画的に実施してい

るところでございます。

○坂口委員 50ページの文化文教課の、日ごろ

から文化に親しむ県民割合。26年の現況値が47.3

で、27年の実績が41.9。この数字の見方、整合

性はどう理解をしたらいいんですか。

○神菊文化文教課長 日ごろから文化に親しむ
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割合につきましては、県民の意識調査の中で出

てくる数字でございまして。先ほど御説明いた

しましたが、国際音楽祭が１万7,212名という最

大の人数がある中で、この割合が基準値を下回っ

てしまったというところについては率直に反省

をし、対策をとっていきたいと思っているとこ

ろでございます。

一番その割合がふえたところは、「余り親しん

でない」という方が6.5ポイントふえ、逆に「親

しんでない」というところは1.1ポイント減少し

ている、要するによくなっているということも

ございます。

といいますのは、やはり触れる、聞くだけで

はなくて、体験してみるとか、実際に発表をし

てみるとか、そういったような施策をもう少し

重要視していく必要があるのかなと思っている

ところでございます。

○坂口委員 大まかにはそういうことだと思う

んです。

この数字がいかなる数字であれ、それはやは

り充実していかんといかんのでしょうけれど。

問題は、目標とか、それから30年の65％とかあ

るんですけれど、数字にある程度の整合性がな

いと。これ、多分、正確じゃないと思うんです。

文化文教で文化の普及に取り組みながら、これ

だけ大きい数字が年度で落ちていくのは。

ここのところの数字は、あくまでも数字であっ

て、あんまり相関性とか整合性がないのかなと

思うから。何らかの目安になるようなアンケー

ト、同じところというかエリアと人口密度とか、

いろんなことを研究しながらやっていくのがい

いのか、ちょっとわからないですけど、単なる

数字を当てはめるだけで、全く参考とか比較に

ならないような気がするものですから、ちょっ

とそこを尋ねてみました。

それから、もう一つ、やはり数字の見方で54

ページ。情報政策課の携帯電話の未提供世帯の

見方ですね。やはり現況26年が288、そして45世

帯が改善されて218となっているんですけれど、

これ単純計算すると243になるんですよね、ここ

はどう見たらいいのかという。

○蕪情報政策課長 ここの部分の数字なんです

けれど、携帯電話が入る、入らないという地域

については、毎年度、実績の調査をさせていた

だいているんです。

そういったことをやっていきますと、中の世

帯数とかエリアが変わってくるものですから、27

年度については、当該年度の調査結果の中から45

世帯を落としまして、その数字を上げていると

いうことで、そういう実績ベースで上げさせて

いただいています。

○坂口委員 そうすると、そんな小さいことを

余りこだわる必要もないんですけれど、自然に

そこからなくなっていく世帯がありますよね。

そういうのがどういうぐあいに反映されて、何

もしなくてもこれが自然減していくものなのか

というと、平成30年の200世帯、目標ですよね、

これはやはり具体的には財源とかそういった物

理的なものがあって、200の先がどのくらい、こ

れがゼロに近づいていくものなのかどうなのか

と、この200という目標設定のために、今後どれ

だけの財源が必要になっていくものなのかとい

うことです。

そこあたりはどんなぐあいに、今この事業が

進捗されていっているのか。

○蕪情報政策課長 確かに、目標値200と設定さ

せていただいているんですが、この200世帯と

いったところについても、この事業自体が鉄塔

を建てて中継地をつくってという事業で、世帯

数が少ないと、事業者さんがとても入ってこれ
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ない、補助を出しても入れない、そういった事

態になってくる大変厳しい地域のみが残ってい

く状況になっております。

そういったこともありますので、ある程度、

自治体側がこういう形で協力しますよという、

市町村にも汗をかいていただいて、事業者さん

が入っていく希望があるところについては、で

きるだけ早く解消をしていきたいと、世帯数が

少なくても、市町村が税金投入してでも来てい

ただいてやりたいところについては、県として

も協力しながら解決を図っていきたいというこ

とで。ここは、200と書いているんですが、ある

程度、毎年度実態調査をしまして、市町村の意

向を確認しながら、その部分について解消が図

れないかということで、毎年度この事業を見直

しながら、できるだけ早く解消できるような方

向性を毎年度検討しておりまして、今年度もそ

れに当たって今検討を進めているところです。

あくまで、目標値200と設定しましたが、自治

体、市町村もかかわって解決していきたいとこ

ろについては、ここ何年かとか、ある程度目標

を立てながら、解消できるような方向を今検討

している最中でございます。

○二見主査 ほかに質疑はありませんか。

それでは、以上をもって第２班の審査を終了

いたします。

これから１班が入っての総括に入りますの

で、50分再開でお願いします。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時48分再開

○二見主査 分科会を再開します。

各課長の説明及びそれに対する委員の質疑が

終了しましたが、総合政策部の決算全般につい

て何か質疑はありませんか。

○来住委員 直接決算とは関係ないですが、総

務なのかどうなのか、教育委員会なのか、いわ

ゆる国体に向けて、その財政的需要が非常に高

まってくるって言われるんですけれど、現実に、

例えば国体に向けていろいろな施設を新しくつ

くったりしていく、このときの国が補助するも

のはどんな割合になるのか。

それから、実際に今度は国体を行う場合の、

いわゆるその運営に対して、国はどういう補助

を出すのか。毎年国体をやってるんだから、あ

る程度あるんでしょうけれど。それはこの場な

のか、どこの委員会で聞けばいいのか、よくわ

からないんですけれど。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） 財政

的な措置については、総合政策部で全て答えら

れるとは思っておりません。

今、知り得る情報だけで申し上げますと、体

育施設についての個別の補助、全般的な制度と

しては聞いておりません。

ただ、都市公園内での整備に関しては、国交

省の都市公園内における補助制度がありまして、

例えば本県の木花の総合運動公園については、

そういう補助制度を使って整備した経緯がござ

います。

したがいまして、施設がどこに位置するかに

よって、それぞれの制度によって財政負担、国

の補助は変わってくるだろうと思っております。

また、運営に関しまして、施設運営、いわゆ

るランニングコストに関しましての補助は、今

のところはないと聞いております。

したがいまして、運営経費に関しましては、

大体の県は県費単独で負担をしていると聞いて

おります。

詳しいことについては、ちょっとお答えでき
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ないということを申し添えておきます。

○来住委員 国体を実際に行いますよね、施設

ではなくて、国体そのものに対して、当然、相

当な予算がかかると思うんですけれど、それに

対して国はどういう対応をとるんでしょうか。

それはわかりませんか。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） 基本

的にはスポーツ振興の部門での予算措置という

ことで、国体の開催経費そのものについては、

何がしかの補助があろうかと存じております。

ただ、詳しいことはちょっと存じ上げておりま

せん。

○中野委員 総合政策課長にお尋ねしますが、

東日本大震災復興活動支援は県単事業ですが、

宮崎県の内容はわかりましたが、他県の内容は

どういうものがあるか教えてください。

○松浦総合政策課長 そんなにたくさんの情報

を持っているわけではないんですけれども、本

県の中で支援している事業として、全国の大学

組織の中で、大学そのものではないんですけれ

ども、大学生たちがつくり上げている組織が地

域のお祭りでありますとか、コミュニティの再

生でありますとか、そういったところにボラン

ティアとして入っていくような、その仕組みと

いうのが全国的な中で入っておりまして、そう

いった活動がされているということは伺ってお

ります。

それ以外のところは、済みません、ちょっと

不勉強で申しわけありませんが、承知してない

ところがあるんですけれども、やはりまだまだ

そういった再生ということについて、途上であ

るということでありますので、国のほうからも、

各都道府県なりに対しましても、できる限り支

援をしてほしいという要請というか、話は来て

いるところでございます。

○中野委員 その大学ボランティア云々と言わ

れましたが、それはどこの県の話ですか。

○松浦総合政策課長 全体の取りまとめは、確

か東北のほうで事務局を持っておられると思い

ますけれども、そこにそれぞれの県から参加を

しているという感じの仕組みだったと思います。

○中野委員 宮崎の県単事業ですが、他の県が

似たような、どういう支援をしているかという

のを知りたいんですけれども。東北というのは

被災に遭われた３県のうちの１県ということで

すか、それともそのほかの県なんですか。

○松浦総合政策課長 先ほど申し上げました全

国的な取りまとめをやっておられるのは、被災

をされた岩手県に事務局があると伺っておりま

して、そこで全体的な取り回しをされていると

聞いております。

○中野委員 いわゆる被災県でないほかの都道

府県で、宮崎みたいな事業というか、活動をやっ

ているのはどこがあるんですか。

○松浦総合政策課長 済みません、ちょっと今

すぐには手元にないものですから、また別途、

御説明をさせていただきたいと思います。

○中野委員 それから、国はどういうことをし

ていますか。国の事業。

○松浦総合政策課長 復興庁の事業予算といた

しまして、仮設住宅とか、そういったところで、

ふだんの生活の相談とか、それから高齢者の方

々の見守りでありますとか、そういったところ

の支援のために相談員を確保する、あるいは財

政的な支援をやるとか、あるいは保健師を確保

することについての財政的な支援を行うとか。

それから新しく集落というか、住宅ができると

いうことで、そういった中でのコミュニティを

つくっていくことについて、支援員なり、派遣

といいますか、確保について財政支援をすると
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かいうような形での対策をやっておられるよう

でございます。

○井手総合政策部次長（政策推進担当） 東北

大震災の被災者支援事業というのは、もともと

復興庁のほうで予算措置をされて、国が直接さ

れておりました。

その大きな中身としましては、広域避難、い

わゆる県を越えて避難をしているような、避難

指示区域から広域的に避難している方々に対す

る家賃の支援等が、この５年間ずっと行われて

きたところであります。

ただ、この支援につきましては、復興庁から

それぞれの被災県のほうに事業が予算とともに

移されまして、それぞれ東北３県のほうから各

県の被災者に対して、家賃補助等が行われてい

ると聞いております。

その補助につきましては、今年度で終わると

いうことでございまして、そのような被災者の

方々の生活の今後の見通しについて、それぞれ

の県から被災者本人さんへの聞き取り、もしく

は生活相談等の事業が、今、組まれております。

それにつきましては、それぞれの県からの予

算措置で、宮崎県に避難されている方は宮崎県

のほうの委託事業者が受けて、各戸の家庭訪問

等をやられていると聞いております。

本県のこのような事業に関しましては、もと

もとこの事業は、口蹄疫で全国からいただいた

浄財をもとに基金を積んでいる事業でございま

して、みやざき感謝プロジェクトと銘打ってやっ

てきた事業でございまして、他の県がこういう

事業をやっているというのは、今のところ聞い

ていないところでございます。

○中野委員 本県以外にこのような事業はない

ということですよね。

もともと国がすべきことだと思うんです。宮

崎県はスタートしてからもう四、五年たってる

と思うんだけれど、あとどのぐらい、何カ年の

事業なんですか。来年度予算も678万3,000円組

んでありますけれけれども。

○松浦総合政策課長 この事業そのものについ

ては、３年ごとで見直しはしてきているところ

でありまして。今、24年度から始めております

ので、今が２つ目のサイクルで、７、８、９と

いうことで、そこの段階ではもう一回見直しを

していくことになるだろうと思いますけれども。

その中で全体的な予算額については、今回少し

減額をしてきていると、現地の状況が復興とし

てはそれなりに進んできたということで減額は

していると、そういう見直しはしていく必要が

あるんだろうなと思っております。

○中野委員 いわゆる３年ごとの事業だという

ことで、29年度までは続くということですね。

見直しもされるということでしたが、宮崎県

がするぐらいの事業だったら、国もすべきこと

だと思うんです。国の事業の内容も余りわかり

ませんでしたけれども、極力、国でできないか、

そういう要請活動もしていただきたいなと思い

ます。

○二見主査 ほかに質疑はございませんか。

○日高委員 質疑じゃないんですけれど、全般

的に見てみると、総合政策、重要案件がかなり

あるなと感じております。

そういった中で、各部あるんですが、総合政

策というのはやはり企画というか、政策立案、

ここがやはり１つの花形として全体が回る大事

な部だと思うんです。

ですから、今後やはり問題解決型の宮崎県を

しっかり目指すために、また総合政策部も永山

部長を中心に、職員さんも、人任せよりも、そ

れぞれが主役になって動くんだということで、
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一歩何か踏み込めるように今年度も頑張ってほ

しいなと、ひとつそういったことを目指してく

ださい。お願いいたします。

○重黒木フードビジネス推進課長 申しわけあ

りません、午前中お答えした内容をちょっと訂

正させていただきたいと思います。

主要施策の成果に関する報告書の34ページで

ございますが、満行委員から御質問のありまし

た、みやざきフードビジネス雇用創出プロジェ

クト推進費の決算額の中での国費の額でござい

ますが、午前中、５億7,792万3,000円とお答え

したところでございますけれども、この数字に

は県庁内の他部局で計上している決算額が1,400

万円ほど含まれておりました。

したがいまして、この主要施策の成果に関す

る報告書に記載しています決算額６億1,048万円

に対応する国費といたしましては、正しくは５

億6,351万7,000円が正しい数字でございました。

おわびして訂正させていただきます。

○二見主査 ほかにありませんか。よろしいで

すか。

それでは、以上をもって総合政策部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時５分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成27年度決算について執行部の

説明を求めます。

○髙原会計管理者 会計管理局の平成27年度の

決算の概要について御説明申し上げます。

お手元の決算特別委員会資料の１ページをお

開きください。

まず、会計管理局全体について御説明いたし

ます。

表の一番下の欄をごらんください。

予算額５億5,109万3,000円に対しまして、支

出済額が５億4,706万9,559円でございます。こ

の結果、不用額は402万3,441円、執行率は99.3

％となっております。

次に、課ごとの状況を御説明いたします。

資料の２ページをお開きください。

まず、会計課の決算状況についてでございま

す。

表の一番下の欄をごらんください。

予算額５億3,025万7,000円に対しまして、支

出済額が５億2,700万9,199円、不用額は324

万7,801円、執行率は99.4％となっております。

目における不用額が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

中ほどの（目）会計管理費をごらんください。

不用額が300万6,901円となっておりまして、そ

のうち主なものは、下から５段目の役務費であ

りまして、不用額が229万8,358円となっており

ます。これは主に収入証紙の売りさばき人に対

しまして支払う売りさばき手数料が、見込みを

下回ったことによる執行残でございます。

なお、目における執行率が90％未満のものは

ございません。

次に、資料の３ページをごらんください。

物品管理調達課の決算状況についてでござい

ます。

表の一番下の欄をごらんください。

予算額2,083万6,000円に対しまして、支出済

額が2,006万360円、不用額が77万5,640円、執行

率は96.3％となっております。

目における不用額が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものはございません。
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以上、会計管理局の決算の概要につきまして

御説明いたしましたが、主要施策の成果に関す

る報告書への掲載並びに決算審査意見書に記載

された審査意見及び監査における指摘事項は、

いずれもございません。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○二見主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○中野委員 229万8,000円、不用額と言われた、

ここは県の収入証紙の売りさばきをする経費が

残ったということですか。

○青山会計課長 おっしゃるとおりでございま

す。

○中野委員 県の収入証紙の予算はどのくらい

あって、売り上げは幾らですか。

○青山会計課長 27年度で申し上げますと、売

りさばき額が約27億円、その手数料が3.24％と

いうことで8,900万ほどになっております。

○二見主査 ほかに質疑はありませんか。よろ

しいですか。

それでは、以上をもって会計管理局を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時10分休憩

午後２時12分再開

○二見主査 分科会を再開します。

平成27年度決算について執行部の説明を求め

ます。

○金子人事委員会事務局長 人事委員会事務局

でございます。

それでは、人事委員会事務局の平成27年度決

算の概要について御説明いたします。

お手元に配付いたしております決算特別委員

会資料にあります表の一番下の合計の欄をお願

いいたします。

平成27年度の予算額１億4,200万6,000円に対

しまして、支出済額は１億4,052万1,601円でご

ざいまして、この結果、不用額が148万4,399円、

執行率が99.0％となっております。

次に、執行率が90％未満の目はございません

ので、執行残が100万円以上の目について御説明

をいたします。

（目）事務局費の不用額が136万3,649円となっ

ております。その主なものは職員手当等の不用

額61万511円でありますが、これは時間外勤務手

当等の執行残であります。

なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載、また、決算審査意見書に記載された審査意

見及び監査における指摘事項はございません。

説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。

○二見主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上をもって人事委員

会事務局を終了します。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時13分休憩

午後２時15分再開

○二見主査 分科会を再開します。

それでは、平成27年度決算について執行部の

説明を求めます。

○柳田監査事務局長 それでは、監査事務局の

平成27年度の決算の概要について御説明いたし

ます。

お手元の決算特別委員会資料をごらんくださ
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い。

１枚めくっていただきまして、監査事務局の

予算執行状況につきましては、１ページの一番

上の（款）総務費の欄をごらんください。

予算額は２億621万2,000円、支出済額は２

億436万800円、不用額は185万1,200円、執行率

は99.1％となっております。

次に、執行率が90％未満の目はございません

ので、執行残が100万円以上の目について御説明

いたします。

２ページをごらんください。

一番上の段、（目）事務局費の不用額が135

万5,130円となっております。その主なものは、

職員手当等の49万5,7 2 2円及び需用費の26

万1,170円でありますが、これらは、それぞれ時

間外勤務手当等の執行残及び節約等による執行

残でございます。

主要施策の成果及び監査結果につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

以上でございます。よろしく御審議のほど、

お願いいたします。

○二見主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○中野委員 今の監査、最後のほうで指摘はな

いと言われましたが、監査事務局をどこが監査

するんですか。やはり監査するようになってる

んですか。

○村上監査第一課長 県の機関は全機関、毎年

１回監査をすることになっておりますので、監

査調書を作成しまして監査事務局も監査をして

おります。

○中野委員 自分を自分で監査してるわけ。

○村上監査第一課長 はい、そうなります。

○中野委員 厳しく監査してください。

○二見主査 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上をもって監査事務

局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後２時17分休憩

午後２時19分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成27年度決算について執行部の

説明を求めます。

○甲斐議会事務局長 議会事務局でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、平成27年度の議会事務局の決算の

概要につきまして御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の１ページをお

開きください。

一番上の段の（款）議会費でございます。

予算額11億125万8,000円に対しまして、支出

済額10億9,326万8,057円、不用額798万9,943円

でありまして、執行率は99.3％となっておりま

す。

次に、目における予算の不用額が100万円以上

のものにつきまして御説明いたします。

なお、執行率が90％未満の目はございません。

まず、上から３段目の（目）議会費でありま

す。

不用額333万8,290円、執行率99.5％でありま

す。不用額の主なものといたしましては、中ほ

どの旅費の不用額215万9,717円でありますが、

これは議会の会期日程の確定に伴います応召旅

費等の執行残であります。

２ページをお開きください。

一番上の段の（目）事務局費であります。

不用額465万1,653円、執行率98.7％でありま
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す。不用額の主なものといたしましては、中ほ

どの需用費の不用額121万5,123円でありますが、

これは本会議の会期日程の確定に伴います会議

録印刷経費やコピー代などの事務費等の執行残

であります。

そのほか、主要施策の成果に関する報告書及

び決算審査意見書及び監査における指摘事項等

については該当ございません。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○二見主査 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○来住委員 直接は関係ないんですけれど、高

齢者の方とか、難聴の方が傍聴をされたときに

聞き取りにくいと、それでイヤホンか何かで聞

けるような装置をつけることなどはできないの

かなと。都城の市議会では、イヤホンをつける

ことができるようになってるんですけれど。

この前も私が一般質問したときに、高齢の方

がお見えになってて、特にその人は耳がちょっ

と遠いこともあって、聞きとれないという苦情

を受けたものですから。事務局で判断されるの

か、幹事長会とか、そういうところでお話にな

るのかわかりませんけれど、何かその辺の見通

しみたいなものがあるのかなと思いまして、お

聞きしたところです。

○甲斐議会事務局長 今、議会活性化のいろん

な御意見もいただきながら検討を進めている中

で、そういう御意見もあったということは承っ

ておりまして。来年度予算をこれから検討いた

しますけれども、いろいろ御意見を伺いながら、

他県の議会の動向も踏まえていろいろ検討、研

究していきたいと思っております。

○来住委員 よろしくお願いします。

○中野委員 まことに聞きにくい話ですが、我

々の報酬、一定額が決まってますが、去年１年

間はフルに１年でしたかね。（「４月の31日」と

呼ぶ者あり）31日から、それにしても何か計算

がしてあったと思うんだけれど、わずかだけれ

どこの57円、なぜお金が余ったんですか。

○外山総務課長 ※恐らく端数なしで予算額を計

上していた関係で─予算額を1,000円単位で計

上しておりますので、結果的に決算では端数の

円単位まで出た関係で、57円と出ているのかな

と思います。

○中野委員 あれは定額は78万円かな、ぴしゃっ

ともらってるんだから、報酬に残があるはずは

ないよ。

○二見主査 暫時休憩します。

午後２時25分休憩

午後２時25分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

○外山総務課長 済みません、ちょっと訂正い

たします。

議長と副議長の報酬は他の議員と異なってい

ますので、それで日割り計算分で端数が出たと

いうことでございます。

○二見主査 ほかに質疑はないですか。よろし

いですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上をもって議会事務

局を終了いたします。

皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時26分休憩

午後２時31分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

※このページ右段に訂正発言あり
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ここで皆様にお伺いします。

本日の審査内容を踏まえ、御意見があればお

願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 次に、採決についてでありますが、

あした、９月30日の13時10分に採決を行いたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後２時31分散会
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午後１時11分再開

出席委員（７人）

主 査 二 見 康 之

副 主 査 重 松 幸次郎

委 員 坂 口 博 美

委 員 中 野 一 則

委 員 日 高 博 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

議事課主任主事 日 髙 真 吾

○二見主査 分科会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

賛否も含め御意見がありましたら、お願いいた

します。

○来住委員 一般会計の決算議案に対しては、

賛同できませんので。内容については、本会議

で討論することになると思います。よろしくお

願いします。

○二見主査 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、ほかにないようですの

で、これより採決に入りますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、挙手により採決を行い

ます。

議案第22号の認定について、賛成の方の挙手

を求めます。

〔賛成者挙手〕

○二見主査 挙手多数。よって、議案第22号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の項目及び内容について、御意見が

ありましたら、お願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時12分休憩

午後１時13分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、正副主

査に御一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、そのようにいたします。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 以上で分科会を終了いたします。

午後１時13分閉会

平成28年９月30日(金)


